
                        

1 
 

新型コロナウイルスに関連した感染症について 

関係省庁における対応状況一覧 

＜令和４年＞ 

 

令和４年 12 月 31 日（土） 

 

（１）内閣官房 

＜令和４年＞ 

・１月７日、まん延防止等重点措置の実施を決定。これに伴い、「新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・まん延防止等重点措置の実施期間と区域 

１月９日から１月 31 日まで：広島県、山口県、沖縄県 

・１月 19 日、まん延防止等重点措置の区域及び期間を変更。これに伴い、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・まん延防止等重点措置の実施期間と区域 

１月９日から１月 31 日まで：広島県、山口県、沖縄県 

１月 21 日から２月 13 日まで：群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊

本県、宮崎県 

・１月 25 日、まん延防止等重点措置の区域及び期間を変更。これに伴い、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・まん延防止等重点措置の実施期間と区域 

１月９日から２月 20 日まで：広島県、山口県、沖縄県 

１月 21 日から２月 13 日まで：群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊

本県、宮崎県 

１月 27 日から２月 20 日まで：北海道、青森県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫

県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 

・２月３日、まん延防止等重点措置の区域及び期間を変更。これに伴い、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・まん延防止等重点措置の実施期間と区域 

１月９日から２月 20 日まで：広島県、山口県、沖縄県 

１月 21 日から２月 13 日まで：群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊

本県、宮崎県 
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１月 27 日から２月 20 日まで：北海道、青森県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫

県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 

２月５日から２月 27 日まで：和歌山県 

・２月 10 日、まん延防止等重点措置の区域及び期間を変更。これに伴い、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・まん延防止等重点措置の実施期間と区域 

１月９日から２月 20 日まで：広島県、山口県、沖縄県 

１月 21 日から３月６日まで：群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊

本県、宮崎県 

１月 27 日から２月 20 日まで：北海道、青森県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫

県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 

２月５日から２月 27 日まで：和歌山県 

２月 12 日から３月６日まで：高知県 

・２月 18 日、まん延防止等重点措置の区域及び期間を変更。これに伴い、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・まん延防止等重点措置の実施期間と区域 

１月９日から２月 20 日まで：山口県、沖縄県 

１月９日から３月６日まで：広島県 

１月 21 日から３月６日まで：群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊

本県、宮崎県 

１月 27 日から２月 20 日まで：山形県、島根県、大分県 

１月 27 日から３月６日まで：北海道、青森県、福島県、茨城県、

栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山

県、福岡県、佐賀県、鹿児島県 

２月５日から３月６日まで：和歌山県 

２月 12 日から３月６日まで：高知県 

・３月４日、まん延防止等重点措置の区域及び期間を変更。これに伴い、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・まん延防止等重点措置の実施期間と区域 

１月９日から３月６日まで：広島県 

１月 21 日から３月６日まで：新潟県、三重県、長崎県、宮崎県 

１月 21 日から３月 21 日まで：群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、



                        

3 
 

神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県、熊本県 

１月 27 日から３月６日まで：福島県、長野県、岡山県、福岡県、

佐賀県、鹿児島県 

１月 27 日から３月 21 日まで：北海道、青森県、茨城県、栃木県、

石川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県 

２月５日から３月６日まで：和歌山県 

２月 12 日から３月６日まで：高知県 

・３月 17 日、３月 21 日をもってまん延防止等重点措置を終了することを

決定。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

を変更 

・５月 23 日、マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いを明記するなど

を主な内容として「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

を変更 

・６月 17 日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「新型コロナウイ

ルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備え

るための対応の方向性」を決定 

・７月 15 日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「ＢＡ．５系統へ

の置き換わりを見据えた感染拡大への対応」を決定するとともに、「新型

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変更 

・７月 29 日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「病床、診療・検

査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」及び「社会経済活動を維持しな

がら感染拡大に対応する都道府県への支援について」を決定 

・８月４日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「オミクロン株の

特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」を決定 

・９月２日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「新型コロナウイ

ルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備え

るための対応の具体策」を決定 

・９月８日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「With コロナに向

けた政策の考え方」を決定するとともに、「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針」を変更 

・11 月 18 日、新型コロナウイルス感染症対策本部にて、「今秋以降の感

染拡大で保健医療の負荷が高まった場合の対応について」を決定 

・11 月 25 日、「今秋以降の感染拡大で保健医療の負荷が高まった場合の

対応について」が決定されたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症

対策本部にて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を変

更 
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（２）内閣府 

＜令和４年＞ 

・１月７日、企業主導型保育事業実施者に対し、事務連絡「令和４年１月

以降の新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利

用料の減額に係る支援について」について、実施機関を通じて周知 

・１月 11 日、企業主導型保育事業実施者に対し、事務連絡「布製マスク

の配布希望の申出に係る申出期間の延長等について」について、実施機

関を通じて周知 

・１月 11 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の取扱いの変更等につ

いて（規模別協力金等）」を発出。まん延防止等重点措置地域における飲

食店向け規模別協力金について、取扱いの変更を周知 

・１月 14 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

検査促進枠について、検査拠点の早急な整備が困難な離島等における検

体採取立会い免除の特例を設けた旨などを周知 

・１月 17 日、企業主導型保育事業実施者に対し、事務連絡「布製マスク

の配布希望の申出方法の変更について」について、実施機関を通じて周

知 

・１月 19 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いの変更について」

を発出。検査促進枠の対象事業の変更などを周知・１月 21 日、自治体に

対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に

おける「即時対応特定経費交付金」の取扱いの変更について」を発出。

令和３年12月 20日以降の協力金に係る即時対応特定経費交付金につい

て、令和３年 12 月 19 日までの即時対応に準じて支援を行う旨を周知 

・１月 27 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

検査促進枠について、検査キット等の行政検査への優先供給を受け、無

料検査事業継続実施に向けた取組を周知 

・２月１日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについての補足」を

発出。検査促進枠について、抗原定性検査キットの発注等における留意

事項を周知 

・２月７日、企業主導型保育事業実施者に対し、事務連絡「保育所、放課

後児童クラブの職員等へのワクチン追加接種について」について、実施
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機関を通じて周知 

・２月 15 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金のうち協力要請推進枠、即時対応、検査促進枠の運

用の見直しついて」を発出。協力要請推進枠交付金等について、令和３

年度３月交付決定の手続きに限り、令和３年度内支給される協力金等の

見込みも考慮した額で交付限度額通知を行うための算式等を周知 

・２月 17 日、自治体に対し、事務連絡「令和３年度子育て世帯への臨時

特別給付（支援給付金）について（周知）」を発出。 

・２月 18 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の取扱いの変更等につ

いて（規模別協力金等）」を発出。規模別協力金の実施要領における参照

月等の定義を変更する旨周知 

・３月１日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いの変更について」を

発出。無料検査事業において PCR 検査等を行う場合に使用可能な検体を

追加する旨周知 

・３月４日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

検査促進枠における抗原定性検査について、検査可能件数を拡充する旨

周知 

・３月 16 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

検査促進枠における PCR 等検査・抗原定性検査について、検査件数に制

限を設ける措置等を解除する旨周知 

・３月 22 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いの変更について」

を発出。検査促進枠におけるワクチン検査パッケージ・対象者全員検査

等定着促進事業について、４月１日以降事業内容等を変更する旨周知 

・４月１日、自治体に対し、事務連絡「令和４年度における新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱について」を発出。令和４

年度における地方創生臨時交付金の執行手続きスケジュール等を周知。 

・４月１日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金制度要綱の改正について」を発出。制度要綱について

所要の改正を行った旨を周知。 

・４月 15 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。
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ゴールデンウィークに向けた検査体制の強化を依頼。 

・４月 20 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

ゴールデンウィーク中の定着促進事業について、結果通知書の簡略化等

を可能とする旨を周知。 

・４月 21 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

ゴールデンウィーク期間の内、特に祝日が続く５月３日から５日までの

間の検査体制を確保いただくよう依頼。 

・４月 28 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金の取扱について」を発出。地方創生臨時交付金にお

いて、「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」を創設し、臨時交

付金を追加配分することとなった旨やそれに伴い制度要綱について所

要の改正を行った旨等を周知。 

・４月 28 日、企業主導型保育事業実施者に対し、事務連絡「大型連休に

おける感染拡大の防止について」について、実施期間を通じて周知。 

・５月 13 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金の取扱について」を発出。「コロナ禍における原油価

格・物価高騰対応分」を創設したことを踏まえ、地方創生臨時交付金に

おける Q&A を改定した旨等を周知。 

・５月 25 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金に係る効果検証の調査結果について」を発出。令和

２年度実施計画に掲載された事業を対象に内閣府が実施した新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る効果検証調査結果を

公表した旨を周知。 

・５月 27 日、自治体に対し、事務連絡「配偶者からの暴力を理由とした

避難事例における令和４年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）関係

事務処理について」を発出。 

・５月 31 日、自治体に対し、事務連絡「配偶者やその他親族からの暴力

等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特

別給付金関係事務処理について（一部改正）」を発出。 

・６月 17 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いの変更について」

を発出。検査促進枠の「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定

着促進事業」の期限を８月末まで延長することとした旨等を周知。 
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・６月 28 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いの変更等について」

を発出。１週間当たりの検査件数が 2,100 件を超える無料検査拠点に対

し、運用状況の確認及び必要に応じた適正化を図っていく方針である旨

等を周知。 

・６月 30 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金制度要綱の改正について」を発出。制度要綱につい

て所要の改正を行った旨を周知。 

・７月８日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

無料検査事業の検査需要の増加が見込まれるお盆期間中における検査

体制の確保を依頼。 

・７月 15 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

お盆期間中における臨時の検査拠点の設置等体制拡充に向けた取組を

依頼するとともに、お盆期間中に限り、手続きを簡略化する旨を周知。 

・７月 26 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

検査促進枠の交付対象経費の単価を改定する旨等を周知。 

・７月 20 日、企業主導型保育施設に対し、事務連絡「BA.5 系統への置き

換わりを踏まえた企業主導型保育施設における感染症対策の徹底につ

いて」について、実施機関を通じて周知。 

・７月 27 日、企業主導型保育施設に対し、事務連絡「企業主導型保育施

設の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」に

ついて、実施機関を通じて周知。 

・８月３日、企業主導型保育施設に対し、事務連絡「新型コロナウイルス

感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関

する要請について」について、実施機関を通じて周知。 

・８月５日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金における「検査促進枠」等の取扱いについて」を発出。

お盆期間に向けた検査体制の強化を依頼したことを踏まえ、検査体制整

備等支援への対応分として 20 億円を都道府県へ追加配分する旨等を周

知。 

・８月 12 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

無料検査事業における検査結果が陽性となった受検者に係る取組や一
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般検査事業の積極的な実施について周知。 

・８月 24 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

令和４年８月末まで実施するとしていた「ワクチン検査パッケージ・対

象者全員検査等定着促進事業」を予定通り終了する旨を周知。 

・８月 30 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

無料検査事業において、実施事業者が不適当と認められる行為を行うこ

とを禁止する旨を明確化する旨を周知。 

・９月２日、自治体に対し、事務連絡「臨時交付金を活用した事業の実施

状況及びその効果に関する公表状況調べの結果について」を発出。各地

方公共団体における臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況及

びその効果に関する公表状況について、調査結果を取りまとめた旨を周

知。 

・９月９日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地

方交付金」の創設について」を発出。第４回物価・賃金・生活総合対策

本部において、追加策の一つとして、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付

金」を創設することが示された旨を周知。 

・９月 14 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援

地方交付金」の取扱い等について」を発出。近日中に配分される電力・

ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の運用について周知。 

・９月 14 日、企業主導型保育施設に対し、事務連絡「企業主導型保育施

設における新型コロナウイルス感染症への対応について」について、実

施機関を通じて周知。 

・９月 20 日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援

地方交付金」の取扱い等について」を発出。電力・ガス・食料品等価格

高騰重点支援地方交付金を配分することとなった旨やそれに伴い制度

要綱について所要の改正を行った旨等を周知。 

・９月 28 日、企業主導型保育施設に対し、事務連絡「令和４年 10 月以降

の新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料

減免に係る支援について」について、実施機関を通じて周知。 

・11 月８日、自治体に対し、事務連絡「令和４年度補正予算（第２号）案
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の閣議決定に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の拡充について」を発出。閣議決定された令和４年度補正予算（第２号）

案において、地方創生臨時交付金について 7,500 億円が追加計上された

旨等を周知。 

・11 月 29 日、企業主導型保育施設に対し、事務連絡「令和４年 12 月以降

の新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料

減免に係る支援について」について、実施機関を通じて周知。 

・12 月６日、自治体に対し、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金における「検査促進枠」の取扱いについて」を発出。

年末年始期間中の検査体制の確保を依頼するとともに「ワクチン検査パ

ッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」の一時再開等について周知。 

・12 月 23 日、自治体に対し、事務連絡「令和４年度第２次補正予算の成

立を踏まえた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取

扱について」を発出。令和４年度２次補正予算が成立したことを踏まえ、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱を改正し

た旨等を周知。 

 

 

（３）警察庁 

＜令和４年＞ 

・１月７日、各都道府県警察に対し、新型インフルエンザ等まん延防止等

重点措置が行うこととされたことを踏まえ、国家公安委員会・警察庁新

型インフルエンザ等対策行動計画に基づく対策等に万全を期すよう、通

達を発出 

・１月 28 日、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態における警察

の対応に係る留意事項等について、通達を発出 

 

 

（４）金融庁 

＜令和４年＞ 

・１月 31 日、預金取扱金融機関等に対して、「事業復活支援金の申請受付

開始に伴うお願いについて」の事務連絡を発出 

・１月 31 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・２月 18 日、保険会社に対して、「新型コロナウイルス感染症に関する神

奈川県『自主療養届出システム』を活用した自主療養者への対応につい
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て（要請）」を発出 

・２月 18 日、金融機関（協同組織金融機関分）における貸付条件の変更

等の状況について公表 

・２月 28 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・３月４日、経済産業省・金融庁・財務省において、「中小企業活性化パ

ッケージ」を策定・公表 

・３月７日、金融担当大臣を含む政府当局者と官民の金融関係団体等の代

表との「中小企業等の金融の円滑化に関する意見交換会」を開催 

・３月８日、預金取扱金融機関等に対して、「事業者等に対する金融の円

滑化について」及び「『中小企業の事業再生等に関するガイドライン』等

を通じた一層の事業再生支援について」を発出 

・３月 25 日、レバレッジ比率規制における中銀預金除外措置の２年延長

（2024 年３月まで）に係る告示を公布 

・３月 31 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・４月 27 日、厚生労働省の事務連絡の発出を受け、令和２年５月 15 日付

「新型コロナウイルス感染症の宿泊療養者・自宅療養者のために発行す

る証明書様式について（要請）」を改訂し、新型コロナウイルス感染症の

宿泊療養者・自宅療養者のために発行する証明書類のさらなる簡素化に

ついて公表 

・４月 28 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・４月 28 日、バーゼルⅢの実施に関して、国内基準金融機関の一部に対

する適用時期を国際合意から２年延期（2025 年 3 月から）とした告示を

公布 

・５月 11 日、預金取扱金融機関等に対して、「『原油価格・物価高騰等総

合緊急対策』を踏まえた資金繰り支援の徹底等について」を発出 

・５月 20 日、金融機関（協同組織金融機関分）における貸付条件の変更

等の状況について公表 

・５月 31 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・６月 30 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・７月 29 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 
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・８月３日、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」

（「同ガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」

含む。）を利用するための支援を実施するという団体に対して多額の報

酬を支払った事案が発生していることを踏まえ、ウェブサイト及び SNS

を通じて注意喚起を実施。 

・８月 26 日、金融機関（協同組織金融機関分）における貸付条件の変更

等の状況について公表 

・８月 30 日、保険会社等に対して、「新型コロナウイルス感染症に関する

医療機関や保健所における更なる負担軽減策への対応について（要請）」

を発出 

・８月 31 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・９月１日、保険会社等に対して、「いわゆる「みなし入院」による入院

給付金支払対象等について（要請）」を発出 

・９月８日、経済産業省・金融庁・財務省において、「中小企業活性化パ

ッケージ NEXT」を策定・公表 

・９月９日、預金取扱金融機関等に対して、「「中小企業活性化パッケージ

NEXT」を踏まえた事業者支援の徹底について」を発出 

・９月 29 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・10 月 28 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・11 月 18 日、金融機関（協金分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・11 月 28 日、金融担当大臣を含む政府当局者と官民の金融関係団体等の

代表との「中小企業の金融の円滑化等に関する意見交換会」を開催する

とともに、預金取扱金融機関等に対して「「物価高克服・経済再生実現の

ための総合経済対策」を踏まえた事業者支援の徹底等について」を発出 

・11 月 30 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

・12 月 27 日、金融機関（銀行分）における貸付条件の変更等の状況につ

いて公表 

 

 

（５）消費者庁 

＜令和４年＞ 
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・１月 20 日、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする４商品に係る表示

について、景品表示法に違反する行為（優良誤認表示）が認められたこ

とから、措置命令を実施。 

・２月２日及び３日、「ピュアサプライ」と称する商品に係る表示につい

て、景品表示法に違反する行為（優良誤認表示）が認められたことから、

措置命令を実施。 

・２月 18 日、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等

の表示に関し、当該表示を行っている事業者等に対して改善要請を実施

するとともに、SNS を通じて一般消費者等への注意喚起を実施。 

・４月 15 日、「クレベリン 置き型 60ｇ」と称する商品及び「クレベリ

ン 置き型 150ｇ」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違

反する行為（優良誤認表示）が認められたことから、措置命令を実施。 

・９月９日、「ビタミン D＋亜鉛」と称する食品、「１ｓｔプロテクト」と

称する食品及び「２ｎｄプロテクト」と称する食品に係る表示について、

景品表示法に違反する行為（優良誤認表示）が認められたことから、措

置命令を実施。 

・11 月 18 日、「免研糖鎖機能性食品Ｇ」と称する食品等３商品に係る表

示について、景品表示法に違反する行為（優良誤認表示）が認められた

ことから、措置命令を実施。 

 

 

（６）復興庁 

＜令和４年＞ 

・ 

 

（７）総務省 

＜令和４年＞ 

・３月７日（月）、NHK が行っている延滞利息の支払いを不要とする等の措

置の延長（令和４年９月まで）について、電波監理審議会への諮問・答

申を経て認可 

・３月 29 日（火）、「令和 3 年度行政相談週間の取組結果」を公表。一日

合同行政相談所における新型コロナウイルス感染防止策等について紹

介 

・４月１日（金）、「テレワークマネージャー」によるオンラインコンサル

ティングの受付をテレワーク相談センターにて開始 

・６月 23 日（木）、令和３年度１年間の行政相談実績を取りまとめた「総
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務省の行政相談の実績（令和３年度）」について公表し、新型コロナウイ

ルス感染症に関連する相談の受付件数（１万 7,479 件）、月別受付件数

の推移、相談事例等を紹介（令和２年１月以降、４年５月までの総受付

件数は、約４万件） 

・９月 28 日、NHK が行っている延滞利息の支払いを不要とする等の措置

の延長（令和５年３月まで）について、電波監理審議会への諮問・答申

を経て認可 

・10 月 14 日（金）、令和４年度行政相談週間の実施について公表（行政相

談週間の取組として、新型コロナウイルス感染症に関連する相談の受

付・情報提供、デジタルを活用した相談の受付を実施） 

 

 

（８）消防庁 

＜令和４年＞ 

・１月 14 日（金）、厚生労働省より追加接種の対象者に対して速やかに追

加接種を実施するために留意すべき事項について周知がされたことな

どを踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）を通じ、消防本部に対し、

救急隊員等の追加接種ができる限り１月末まで、遅くとも２月末までに

完了できるよう、関係者との間で適切な調整・連携を図ることを要請す

る事務連絡を発出 

・１月 19 日（水）、１月 18 日付け厚生労働省事務連絡などを踏まえ、救

急隊員等である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応などを含む、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた消防本部の業務継続の

ための対応について、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部

に対し、積極的な取組み等を求める事務連絡を発出 

・１月 20 日（木）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、即応病床等への救急患者の受入れに係る病床確保料の取

扱いに関する事務連絡を踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び

各消防本部に対し、当該事務連絡の周知及び関係者との間での連携など

必要な対応を求める事務連絡を発出 

・１月 31 日（月）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）に対して

発出された、医療機関における救急搬送困難事案の解消に向けた取組に

関する事務連絡の内容を、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防

本部に対し周知するとともに、引き続き必要な対応を求める事務連絡を

発出 

・１月 31 日（月）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し
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て発出された、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場

合の対応を一部改正する事務連絡を踏まえ、各都道府県消防防災主管部

（局）を通じ、消防本部に対し、濃厚接触者の待機期間の見直しについ

て周知する事務連絡を発出 

・２月４日（金）、オミクロン株の感染状況や総務省及び内閣官房から発

出された事務連絡を踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）を通じ、

消防本部に対し、業務継続のための必要な体制や相互応援体制等につい

て、改めての確認と積極的な取組を要請する事務連絡を発出 

・２月８日（火）、消防庁関係団体（26 団体）に対し、「新型コロナウイル

ス感染症対策の総務省対処方針」の改正等について周知する事務連絡を

発出 

・２月８日（火）、各都道府県消防防災主管部（局）を通じ、消防本部に対

し、地域における消防職員及び消防団員の追加接種の円滑な推進が図ら

れるよう要請する事務連絡を発出 

・２月８日（火）、公益財団法人日本消防協会を通じ、各都道府県消防協

会に対し、救急隊員等に当たらない消防職員及び消防団員についても、

初回接種の完了から６か月以上の間隔をおいて追加接種を実施できる

ことについて周知する事務連絡を発出 

・２月 10 日（木）、各都道府県消防防災主管部（局）を通じ、消防本部に

対し、救急隊員等に当たらない消防職員及び消防団員についても、初回

接種の完了から６か月以上の間隔をおいて追加接種を実施できること

を補足する事務連絡を発出 

・２月 14 日（月）、各都道府県消防防災主管部(局)に対し、救急隊員等に

当たらない消防職員及び消防団員の追加接種の促進の取組状況につい

て調査の協力を求める事務連絡を発出 

・２月 15 日（火）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部(局)等に対して

発出された、オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強

化に関する事務連絡等を踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び

各消防本部に対し、関係者との間での連携など必要な対応を求める事務

連絡を発出 

・２月 17 日（木）、「救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.0）」を「救

急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.1）」に一部改訂し、各消防本部

における救急隊の感染防止対策の推進に、引き続き適切に取り組むよう

求める事務連絡を発出 

・２月 25 日（金）、消防庁・国交省から各都道府県防災部局及び砂防部局

に対し、６月の土砂災害防止月間を中心に、防災部局と砂防部局が一体
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となり関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症の状況等に応じて

感染防止策を講じつつ、防災訓練を実施するよう依頼する通知を発出 

・２月 25 日（金）、各都道府県消防防災主管部(局)に対し、救急隊員等に

当たらない消防職員及び消防団員の追加接種の促進の取組状況に関す

る調査結果の時点共有及び引き続き、追加接種の促進にできる限りの取

組みを依頼する事務連絡を発出 

・３月３日（木）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部(局)等に対して

発出された、オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策

徹底に関する事務連絡を踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び

各消防本部に対し、関係者との間での連携など必要な対応を求める事務

連絡を発出 

・３月９日（水）、中央防災会議会長から各都道府県防災会議会長に対し、

融雪出水期を迎えるに当たって、新型コロナウイルス感染防止策を講じ

た上で、防災態勢の一層の強化を図るための取組を行うことを依頼する

通知を発出 

・３月 22 日（火）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、濃厚接触者の待機期間の取扱い等に関する事務連絡を踏

まえ、各都道府県消防防災主管部（局）を通じ、消防本部に対し、濃厚

接触者の取扱いの見直しについて周知する事務連絡を発出 

・３月 22 日（火）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部(局)等に対して

発出された、オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策

徹底を踏まえた対応に関する事務連絡を踏まえ、各都道府県消防防災主

管部（局）及び各消防本部に対し、関係者との間での連携など必要な対

応を求める事務連絡を発出 

・４月６日（水）、各都道府県消防防災主管部（局）長に対し、避難所運営

における新型コロナウイルス感染症対策に関する対応について、取組指

針・ガイドラインが改訂されたため、周知のための通知を発出 

・４月 15 日（金）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、ゴールデンウィーク等の連休時の保健・医療提供体制の

確保に関する事務連絡を踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び

各消防本部に対し、当該事務連絡の周知及び関係者との間での連携など

必要な対応を求める事務連絡を発出 

・５月２日（月）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対

策徹底を踏まえた取組状況及び更なる体制強化に関する事務連絡を踏

まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、当該事
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務連絡の周知及び関係者との間での連携など必要な対応を求める事務

連絡を発出 

・５月 20 日（金）、梅雨期及び台風期を迎えるにあたり、各都道府県防災

会議会長（都道府県知事）に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大防止に留意した災害対応、受援体制の整備、避難所運営などの防災態

勢の一層の強化を図るよう依頼する通知文を発出 

・６月 24 日（金）、各都道府県消防防災主管部（局）長に対し、感染症対

策に配慮した避難所開設・運営を含む訓練など、令和４年度総合防災訓

練大綱を踏まえた防災訓練等を実施するよう依頼する通知を発出 

・７月６日（水）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、現下の感染状況を踏まえたオミクロン株の特性に応じた

検査・保健・医療提供体制の点検・強化に関する事務連絡を踏まえ、各

都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、当該事務連絡の

周知及び関係者との間での連携など必要な対応を求める事務連絡を発

出 

・７月 22 日（金）、厚生労働省より新型コロナワクチンの４回目接種の対

象拡大が周知されたことを踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）を

通じ、各消防本部に対し、救急隊員等の４回目接種が速やかかつ円滑に

実施されるよう関係者との間での適切な調整・連携を求める事務連絡を

発出 

・７月 25 日（月）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、直近の感染状況を踏まえた医療提供体制に関する事務連

絡を踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、

当該事務連絡の周知及び関係者との間での連携など必要な対応を求め

る事務連絡を発出 

・７月 28 日（木）、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により救

急需要が大幅に増加し、迅速な対応が求められている状況を踏まえ、各

都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、傷病者及び救急

隊員の安全性の確保を前提にしつつ、救急車内の清掃等に係る一連の工

程等について、再点検を求める事務連絡を発出 

・７月 29 日（金）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、濃厚接触者の待機期間の取扱いに関する事務連絡を踏ま

え、各都道府県消防防災主管部（局）を通じ、消防本部に対し、濃厚接

触者の取扱いの短縮等について周知する事務連絡を発出 

・８月１日（月）、各都道府県消防防災主管部（局）等に対し、災害時に

おける自宅療養者等の対応について改めて確認し、各市町村の災害時
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の対応が円滑に進むよう必要な支援を依頼する事務連絡を発出 

・８月２日（火）、「社会経済活動を維持しながら感染拡大に対応する都道

府県への支援について」に示された救急車の利用に関して、各都道府県

消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、関係者と連携しながら、

住民に対し分かりやすい情報提供に努めるよう求める事務連絡を発出 

・８月８日（月）、「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更

なる負担軽減への対応」や厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）

等に対して発出された救急医療等のひっ迫の回避に向けた対応に関する

事務連絡について、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に

対し、情報提供する事務連絡を発出 

・８月８日（月）、自治行政局長等から各都道府県知事に対して、BA.5 系 

統による新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応した地方公共団 

体の機能維持及び必要な業務継続に関する通知が発出されたことを踏 

まえ、各都道府県消防防災主管部（局）を通じ、消防本部に対し、業継 

続のための必要な体制の確保の確認などを求める事務連絡を発出 

・８月 10 日（水）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、お盆期間中における新型コロナウイルス感染症対応に関

する検査・保健・医療提供体制の確保に関する事務連絡を踏まえ、各都

道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、当該事務連絡の周

知及び関係者との間での連携など必要な対応を求める事務連絡を発出 

・８月 19 日（金）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、救急医療のひっ迫回避に資する取組として、宿泊療養施

設や休止病床の活用等に関する事務連絡を踏まえ、各都道府県消防防災

主管部（局）及び各消防本部に対し、関係者との間での連携など必要な

対応を求める事務連絡を発出 

・８月 26 日（金）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定（緊急避

難措置）の概要及び必要な手続き等に関する事務連絡を踏まえ、各都道

府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、届出対象外の患者の

移送について、引き続き、関係者との間で連携を図り、保健所等との連

絡体制の確保など必要な対応を求める事務連絡を発出 

・９月７日（水）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、With コロナの新たな段階への移行に向けた療養の考え

方の見直しに関する事務連絡を踏まえ、全国一律で発生届出の限定が行

われる方針であることなどを各都道府県消防防災主管部（局）及び各消

防本部に対し情報提供する事務連絡を発出 
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・９月 13 日（火）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の

見直し関する事務連絡を踏まえ、全国一律で発生届出の限定が行われる

ことから、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、届

出対象外の患者の移送について、引き続き、関係者との間で連携を図

り、保健所等との連絡体制の確保など必要な対応を求める事務連絡を発

出 

・10 月 18 日（火）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロ

ナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備に関する事務連絡を

踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、発熱患

者等の相談体制の強化と周知徹底等と併せて、救急医療のひっ迫回避に

向け、関係者との間で連携を図り、必要な対応を求める事務連絡を発出 

・10 月 18 日（火）、新型コロナウイルス感染症の再拡大及び季節性インフ

ルエンザとの同時流行等による救急需要の増大に備え、各都道府県知事

に対し、救急安心センター事業（♯7119）の早期実施や体制強化等を求め

る通知を発出 

・10 月 31 日（月）、「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」

において、同時流行を見据えた感染状況に応じた周知用リーフレットが

取りまとめられ、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対して

周知用リーフレットによる住民への呼びかけが依頼されたことを踏まえ、

各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、関係機関との連

携や協力要請があった場合の対応などを求める事務連絡を発出 

・11 月４日（金）、厚生労働省より各都道府県衛生主管部（局）等に対し、

オミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組を進めるよう

依頼されたことを踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）を通じ、各消

防本部に対し、救急隊員等をはじめとする消防職員のオミクロン株対応

ワクチンの接種が速やかに実施されるよう関係者との間で適切な調整・

連携を求める事務連絡を発出 

・11 月 18 日（金）、各都道府県消防防災主管部（局）長に対し、大雪、暴

風雪等の発生に備えた災害初動体制について確認するよう要請するとと

もに、地域での除雪活動や避難所運営などにおいては、新型コロナウイ

ルス感染症対策にも留意するよう依頼する事務連絡を発出 

・11 月 21 日（月）、「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場

合の対応について」に示された救急車の利用に関して、各都道府県消防

防災主管部（局）及び各消防本部に対し、関係者と連携しながら、住民に
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対し分かりやすい情報提供に努めるよう求める事務連絡を発出 

・11 月 22 日（火）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し

て発出された、オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療

提供体制確保計画」の入院体制を中心とした点検・強化に関する事務

連絡を踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、

必要な対応を求める事務連絡を発出 

・11 月 22 日（火）、各都道府県消防防災主管部(局)を通じ、消防本部に対

し、消防職員及び消防団員のオミクロン株対応ワクチンの接種が速やか

に実施されるよう要請する事務連絡を発出 

・11 月 30 日（水）、各都道府県消防防災主管部（局）長に対し、新型コ 

ロナウイルス陽性者について、発生届出対象外の自宅療養者を含めた災害

時の対応、避難方法の本人への伝達方法等について周知する通知を発出 

・12 月 14 日（水）、今冬における季節性インフルエンザとの同時流行対応 

における発熱患者等の相談窓口の周知については、新型コロナウイルス 

感染症緊急包括支援交付金を活用することが可能である旨、各都道府県 

消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、周知する事務連絡を発出 

・12 月 15 日（木）、厚生労働省から各都道府県衛生主管部（局）等に対し 

て発出された、年末年始も見据えた保健・医療提供体制の確保及び救急 

医療のひっ迫回避等のための取組について事務連絡が発出されたことを 

踏まえ、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対し、年末 

年始における体制確保の取組に万全を期すよう関係者との連携など必要 

な対応を求める事務連絡を発出 

・12 月 26 日（月）、「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」

において、年末年始を見据えた呼びかけを行うこととされ、リーフレッ

ト（年末年始版）も作成されたことから、厚生労働省から各都道府県衛

生主管部（局）等に対して積極的な情報発信等が依頼されたことを踏ま

え、各都道府県消防防災主管部（局）及び各消防本部に対して、関係機

関との連携やリーフレット（年末年始版）を活用した呼びかけなどを求

めるとともに、「救急車利用マニュアル」の改訂を再周知する事務連絡を

発出 

 

 

（９）法務省 

＜令和４年＞ 

・２月 18 日、新型コロナワクチンに関する人権啓発動画を特設サイトや

YouTube 法務省チャンネルにおいて公開 
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（10）出入国在留管理庁 

＜令和４年＞ 

・１月 11 日、地方出入国在留管理局に対し、①現在実施されている水際

対策は令和４年２月末までとする旨、②入国前 14 日間にアンゴラ、エ

スワティニ、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボ

ツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク及びレソトに滞在

歴のある者の再入国を拒否する措置が終了することとなったことを受

け、入管法第５条第１項第 14 号の適用に係る上陸審査における対応等

について指示する旨の通知を発出 

・１月 11 日、地方出入国在留管理局に対し、①現在実施されている水際

対策は令和４年２月末までとする旨、②上陸申請日前 14 日以内に、ア

ンゴラ、エスワティニ、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、ナ

ミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク及びレ

ソトに滞在歴のある者について、在留資格保持者の再入国を特段の事情

がない限り、拒否することとしているところ、１月 12 日午前０時から、

同措置を終了する旨を航空会社等に周知するよう事務連絡を発出 

・１月 14 日、本庁、入国者収容所及び地方出入国在留管理局に対し、オ

ミクロン株による感染者急増に鑑み、法務大臣から、必要な業務を継続

するために業務継続計画を点検するよう指示があったことを受け、同計

画を点検し、必要に応じて見直しを行う旨を指示する通知を発出 

・２月７日、地方出入国在留管理局に対し、厚生労働省の入国者健康居所

確認アプリ（以下「ＭｙＳＯＳ」という）を通じて、新型コロナウイル

ス感染症が「陰性」であることの検査証明（以下「出国前検査証明」と

いう）を本邦入国前に検疫所に対し電子的に提出することにより、空港

検疫において実施されている出国前検査証明の有効性の確認の手続を

ＭｙＳＯＳ上で本邦入国前に完了することを可能とする運用が開始さ

れることとなったことを受け、入管法第５条第１項第 14 号の適用に係

る上陸審査における対応等について指示する旨の通知を発出 

・２月 14 日、本庁、入国者収容所及び地方出入国在留管理局に対し、新

型コロナウイルス感染症対策に関する政府対応方針が随時変更されて

いる現状に鑑み、当庁において、より機動的に対応していくため、入管

施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを改訂した旨

通知する通知を発出 

・２月 17 日、本年４月１日以降、民法の成年年齢が 18 歳に引き下げられ
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ることに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、未成年である

ことを要件とする定住者（告示６号）に関し、再入国出国中（みなし再

入国許可を含む。）に再入国許可の有効期間が満了するとともに、成年年

齢に達してしまった者や有効な在留資格認定証明書を所持していなが

らも、入国できないまま成年年齢に達してしまった者から相談がなされ

た場合の対応について指示する事務連絡を発出 

・２月 22 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年２月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・２月 25 日、地方出入国在留管理局に対し、２月 24 日、外国人の新規入

国制限の見直しが公表され、日本国内に所在する受入責任者が、入国者

健康確認システムにおける所定の手続を完了した場合、商用・就労等の

目的の短期間（３月以下）の滞在者及び長期間の滞在者の新規入国が３

月１日から認められることとなったことを受け、入管法第５条第１項第

14 号の適用に係る上陸審査における対応等について指示する旨の通知

を発出 

・２月 25 日、地方出入国在留管理局に対し、２月 24 日、外国人の新規入

国制限の見直しが公表され、３月１日以降の取扱いについて航空会社等

に周知するよう事務連絡を発出 

・３月１日、地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請

の対象となる全ての在留資格に係る在留資格認定証明書の有効期間の

取扱いに関して、令和２年１月１日から令和４年１月 31 日までに作成

されたものは令和４年７月 31 日まで、令和４年２月１日から令和４年

７月 31 日までに作成されたものは作成から「６か月間」とする通知及

びその取扱いを指示する事務連絡を発出 

・３月 11 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年３月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・３月 17 日、地方出入国在留管理局に対し、本年２月 24 日に公表された

「水際対策強化に係る新たな措置（27）」による外国人の新規入国に当た

り、入国者健康居所確認アプリで求められる対応を遵守しない外国人入

国者及びその受入責任者等に対する対応等に関する通知を発出 

・３月 24 日、地方出入国在留管理局に対し、入管法第５条第１項第 14 号

の適用に係る上陸審査における対応等について、適正な審査を行えるこ
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とを前提として、審査手続の合理化を行う旨の通知を発出 

・４月６日、地方出入国在留管理局に対し、同日の新型コロナウイルス感

染症対策本部による公表等を受け、上陸拒否対象地域の指定解除及び査

証の制限措置が実施されることに係る取扱いについて航空会社等に周

知するよう事務連絡を発出 

・４月 20 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年４月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・５月 27 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年４月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・５月 31 日、地方出入国在留管理局に対し、帰国困難者に対する在留諸

申請の取扱いについて、帰国困難な状況が改善されてきている状況等を

踏まえ、帰国に向けた措置をとる旨指示する通知を発出 

・５月 31 日、地方出入国在留管理局に対し、入管法第５条第１項第 14 号

の適用に係る上陸審査における対応等について、５月 26 日に公表され

た外国人観光客の入国制限の見直しを受け、６月 10 日から観光目的の

短期間の滞在に係る新規入国（日本国内に所在する旅行代理店等が、受

入責任者として、入国者健康確認システム（ＥＲＦＳ）における所定の

手続を完了した場合に限る）を認める他、親族訪問・知人訪問目的の「短

期滞在」の在留資格を決定される新規入国者及び「定住者」の在留資格

が決定される新規入国者の取扱いの見直し並びに審査手続の合理化を

行う旨の通知を発出 

・５月 31 日、地方出入国在留管理局に対し、５月 26 日に公表された６月

10 日以降の外国人観光客の入国制限見直しに係る取扱いについて航空

会社等に周知するよう事務連絡を発出 

・５月 31 日、地方出入国在留管理局に対し、厚生労働省から検疫におけ

る取扱いを変更し、引き続きの協力を求める旨の依頼があったことを受

け、これに対応する取扱いを指示する旨の通知を発出 

・６月１日、地方出入国在留管理局に対し、同日公表された新型コロナウ

イルス感染症に係る上陸拒否対象地域の指定解除について、航空会社等

に周知するよう、また、航空会社カウンターへの要請書の掲示などの対

応を継続するよう事務連絡を発出 

・６月７日、「水際対策強化に係る新たな措置（27）」等に基づく外国人の
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新規入国が認められたことに伴い、入国前手続であるファストトラック

及び Visit Japan Web サービスの利用を促進する観点から、地方出入国

在留管理局に対し、６月 22 日以降の「技能実習」及び「留学」に係る在

留資格認定証明書交付申請時の取扱いを指示する通知を発出 

・６月 13 日、地方出入国在留管理局に対し、「特定活動」（ワーキング・

ホリデー（５号及び５号の２）、サマージョブ（12 号）、ＥＰＡ看護師・

介護福祉士候補者（16 号、17 号、20 号、21 号、27 号、28 号及び告示

外）、外国人建設就労者（32 号）及び外国人造船就労者（35 号））に係る

帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて、帰国困難な状況が改

善されてきている状況等を踏まえ、帰国に向けた措置をとる旨指示する

通知を発出 

・６月 20 日、地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書交付申

請の対象となる全ての在留資格に係る在留資格認定証明書の有効期間

の取扱いに関して、令和２年１月１日から令和４年４月 30 日までに作

成されたものは令和４年 10 月 31 日まで、令和４年５月１日から令和４

年７月 31 日までに作成されたものは作成日から「６か月間」とする通

知及びその取扱いを指示する事務連絡を発出 

・６月 28 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年６月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、６月 29 日、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービス

にて配信 

・６月 30 日、地方出入国在留管理局に対し、「留学」及び「特定活動」（継

続就職活動中の者及び内定待機者）に係る帰国困難者に対する在留諸申

請の取扱いについて、帰国困難な状況が改善されてきている状況等を踏

まえ、帰国に向けた措置をとる旨指示する通知を発出 

・７月１日、本庁、入国者収容所及び地方出入国在留管理局に対し、入管

施設における新型コロナウイルス感染症対策マニュアルの改訂及び本

マニュアルの対策の適切な実施に関する通知を発出 

・７月４日、地方出入国在留管理局に対し、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、一部の対象者に対して郵送により在留カードを交付する措

置の実施を令和４年７月 29 日までとする旨指示する通知を発出 

・７月 22 日、地方出入国在留管理局に対し、令和２年９月 17 日付け事務

連絡「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う「短期滞在」

の在留資格をもって在留する者からの在留資格変更許可申請の取扱い

について」をもって、一部の外国人については、希望する在留資格への
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直接の変更を認めることとしてきたところ、令和４年３月に外国人の新

規入国が再開されて以降、国際的な人の往来が改善している状況に鑑み、

令和４年８月１日以降、同事務連絡による取扱いを廃止する旨を指示す

る事務連絡を発出 

・７月 22 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年７月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・７月 28 日、地方出入国在留管理局に対し、入管法第５条第１項第 14 号

の適用に係る上陸審査における対応等について、審査手続のさらなる合

理化を行う旨の通知を発出 

・８月 22 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年８月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・８月 23 日、地方出入国在留管理局に対し、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の影響に伴い、在留期間更新許可申請時までに、法令に定め

る本国等への一時帰国を行うことができなかった第３号技能実習生に

対する在留期間更新許可申請の取扱いに関し、本年８月 31 日までに第

３号技能実習を開始した者を対象とする旨の通知を発出 

・９月２日、地方出入国在留管理局に対し、入管法第５条第１項第 14 号

に基づき上陸を拒否される地域の指定が、全ての地域について解除され

る旨の通知を発出 

・９月２日、地方出入国在留管理局に対し、同日公表された新型コロナウ

イルス感染症に係る上陸拒否対象地域の指定解除について、航空会社等

に周知するよう、また、航空会社カウンターへの要請書の掲示などの対

応を不要とするよう事務連絡を発出 

・９月 26 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年９月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・10 月４日、地方出入国在留管理局に対し、9 月 30 日付け閣議了解に基

づき、新型コロナウイルス感染症に関連した査証の効力停止及び査証の

免除措置（ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基

づく査証免除措置も含む。）の適用の停止が全て解除されることを航空

会社等に周知することを依頼する事務連絡を発出 
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・10月５日、地方出入国在留管理局に対し、９月30日付け閣議了解に基

づき、新型コロナウイルス感染症に関連した査証の効力停止及び査証

の免除措置（ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カードに関する取決め

に基づく査証免除措置も含む。）の適用の停止が全て解除されること

を踏まえた上陸審査に係る取扱いについて通知を発出 

・10 月６日、地方出入国在留管理局に対し、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の影響に伴い、一部の国・地域における国際郵便の一時引受停

止や航空便の運休等に伴う郵便物の遅配等により在留資格認定証明書

の原本が用意できない場合の取扱いについて、その運用を本年 11 月１

日以降に作成された在留資格認定証明書を所持する者には適用しない

旨の通知を発出 

・10月６日、地方出入国在留管理局に対し、本年10月11日以降、水際措

置が緩和されることを踏まえ、これまで新型コロナウイルス感染症の

感染拡大による入国制限措置を踏まえて実施してきた在留資格上の手

続に係る各種取組に関して、同日以降は廃止する又は対象者や終期を

定める等の見直しを行う旨の通知を発出 

・10 月 12 日、地方出入国在留管理局に対し、厚生労働省から検疫におけ

る取扱いを変更し、引き続きの協力を求める旨の依頼があったことを受

け、これに対応する取扱いを指示する旨の通知を発出 

・10 月 28 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年 10 月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・11 月 29 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年 11 月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・12 月 23 日、新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入

れ機関への支援策（令和４年 12 月１日現在）を取りまとめ、日本語版及

びやさしい日本語版を出入国在留管理庁外国人生活支援ポータルサイ

トに掲載、Twitter、Facebook に投稿、メール配信サービスにて配信 

・12 月 28 日、地方出入国在留管理局に対し、厚生労働省から検疫における取扱

いを変更し、協力を求める旨の依頼があったことを受け、これに対応する取扱い

を指示する旨の通知を発出 
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（11）外務省 

＜令和４年＞ 

・１月 20 日、羽田空港及び成田空港で実施していた海外在留邦人等向け

ワクチン接種事業について、１月 31 日から羽田空港のみで週３回（月

曜日、木曜日、土曜日）接種する形に運用変更の上、実施期間を延長す

る旨発表。 

・１月 31 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、変更後の

運用での接種開始。 

・３月１日、水際対策強化に係る新たな措置（２７）（本年３月以降の水

際措置の見直し（２月 24 日発表））に基づき、受入責任者の管理の下、

観光目的以外の外国人の新規入国を認めることとし、入国者健康管理シ

ステム（ERFS）における所定の申請が行われている場合には査証申請を

受け付け、査証発給を実施。 

・３月９日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、３月 14 日

より３回目の接種を開始する旨発表（９日より予約受付開始）。 

・３月 14 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、羽田空港

（毎日）および成田空港（第１ターミナル、第２ターミナル各週３回）

で３回目の接種を開始。 

・４月１日、一部の国・地域の感染症危険情報をレベル２に引き下げ 

（アジア・大洋州地域） 

インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パ

キスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ミ

ャンマー、マレーシア、モルディブ、モンゴル、フィジー 

（北米） 

米国、カナダ 

（中南米） 

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、

エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、コスタリカ、コロンビア、スリ

ナム、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ国、ドミニカ

共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、バハマ、パラグ

アイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビ

ア、ホンジュラス、メキシコ 

（欧州） 

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アンド

ラ、イタリア、ウズベキスタン、英国、オーストリア、オランダ、カザ

フスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、
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サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニ

ア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェ

ー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポー

ランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リト

アニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク 

（中東・アフリカ） 

アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェ

ート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、ヨルダン、カーボベルデ、

セーシェル、チュニジア、ボツワナ、モザンビーク、モーリシャス、モ

ロッコ、ルワンダ 

・４月６日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、４月 18 日

より５歳から 11 歳の小児に対する１・２回目接種を開始する旨発表（６

日より予約受付開始）。 

・４月８日、106 か国の入国拒否対象地域の指定を解除し、査証免除措置

が停止されていなかった 14 か国の同措置を当分の間停止。 

（エクアドル、カナダ、チリ、パナマ、ブラジル、米国、ボリビア、アル

バニア、北マケドニア、セルビア、モンテネグロ、トルコ、モロッコ、

及びモーリシャス） 

・４月 18 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、羽田空港

および成田空港で５歳から11歳の小児に対する１・２回目接種を開始。 

・５月 25 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、同事業に

おける３回目接種の、２回目接種からの間隔を「６か月以上」から「５

か月以上」に変更。 

・５月 26 日、一部の国・地域の感染症危険情報をレベル２に引き下げ 

（中南米） 

グアテマラ、グレナダ 

（欧州） 

アルメニア、ウクライナ、エストニア、スロバキア、ベラルーシ、ロシ

ア 

（中東・アフリカ） 

パレスチナ、レバノン、エジプト、コモロ、サントメ・プリンシペ、南

アフリカ、レソト 

・５月 26 日、一部の国・地域の感染症危険情報をレベル１に引き下げ 

（アジア・大洋州） 

カンボジア、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、

マレーシア、モルディブ、ナウル、フィジー 
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（北米） 

米国、カナダ 

（中南米） 

アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コスタリカ、チリ、

パナマ、ブラジル、ペルー 

（欧州） 

アイスランド、アイルランド、英国、オランダ、スウェーデン、スペイ

ン、デンマーク、ノルウェー、ベルギー 

（中東・アフリカ） 

アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、サウジアラビア、モーリシ

ャス 

・６月 10 日、水際対策強化に係る新たな措置（２９）（５月 26 日発表）

に基づき、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り、観光目的の短

期間の滞在の新規入国を認めることとし、入国者健康管理システム

（ERFS）における所定の申請が行われている場合には査証申請を受け付

け、査証発給を実施。 

・７月１日、一部の国・地域の感染症危険情報をレベル１に引き下げ 

（アジア・大洋州） 

インド、韓国、スリランカ、中国、ネパール、バングラデシュ、ブータ

ン、モンゴル、ラオス、サモア、トンガ、ニウエ、パラオ、マーシャル 

（中南米） 

エルサルバドル、コロンビア、ニカラグア 

（欧州） 

アンドラ、イタリア、オーストリア、キプロス、ギリシャ、スイス、ド

イツ、フィンランド、フランス、ベラルーシ、マルタ、ラトビア、リト

アニア、リヒテンシュタイン 

（中東・アフリカ） 

イラン、セーシェル、モザンビーク 

・７月 16 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、アストラ

ゼネカワクチンによる接種を終了。 

・７月 19 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、60 歳以上

の者及び、18 歳以上 60 歳未満の者で基礎疾患を有する者や新型コロナ

ウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める

者を対象とした 4回目接種を開始。 

・７月 20 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、ノババッ

クスのワクチンによる接種を開始。 
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・７月 30 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、ノババッ

クスのワクチンによる初回接種（１回目・２回目）の対象年齢を「満 18

歳以上」から「満 12 歳以上」に引き下げ。 

・８月 24 日、一部の国・地域の感染症危険情報をレベル２に引き下げ 

（中南米） 

ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、

ハイチ 

（欧州） 

キルギス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ 

（中東・アフリカ） 

アフガニスタン、イラク、アルジェリア、アンゴラ、エスワティニ、エ

チオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビ

サウ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、

ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、

セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナイジェリア、ナミビア、マダガ

スカル、マラウイ、南スーダン、モーリタニア、リビア、リベリア 

・８月 24 日、一部の国・地域の感染症危険情報をレベル１に引き下げ 

（アジア・大洋州） 

インドネシア、パキスタン、東ティモール、フィリピン、ミャンマー、

キリバス、ソロモン諸島、ツバル、バヌアツ、パプアニューギニア 

（中南米） 

アンティグア・バーブーダ、ガイアナ、グレナダ、スリナム、ドミニカ

国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、バハマ、ベネズエラ、ホ

ンジュラス 

（欧州） 

アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、タジキ

スタン、チェコ、トルクメニスタン、バチカン、ポーランド、ポルトガ

ル、ロシア 

（中東・アフリカ） 

イエメン、オマーン、シリア、ヨルダン、ウガンダ、エジプト、エリト

リア、カーボベルデ、コモロ、サントメ・プリンシペ、タンザニア、チ

ャド、トーゴ、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツ

ワナ、西サハラ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト 

・９月１日、水際対策強化に係る新たな措置（３２）（９月１日発表）に

基づき、観光目的の短期間の滞在の新規入国（旅行代理店等を受入れ責

任者とする場合に限る）の見直し（水際対策強化に係る新たな措置（２
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９））で定める観光目的の短期間の滞在の新規入国について、全ての国・

地域から入国する外国人について認めることとし、所定の申請が行われ

ている場合には査証申請を受け付け、査証発給を実施。 

・９月４日、法務省（出入国在留管理庁）が入管法に基づき、41 の国・地

域を入国拒否対象地域の指定から解除するのに合わせて、査証免除措置

が停止されていなかったモルドバの外交・公用旅券所持者に対する査証

免除措置を当分の間停止。 

・10 月６日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業について、小児接種

（５～11 歳を対象）の３回目接種を開始。・10 月 11 日、水際対策強化

にかかる新たな措置（３４）（９月 26 日発表）により、全ての外国人の

新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確

認システム（ERFS）における申請を求めないこととし、加えて、外国人

観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除したこ

とを踏まえ、同日から査証免除措置の適用を再開するとともに、令和３

年（2021 年）12 月２日より前に発給された査証の効力の一時停止を解

除。 

   ・10 月 19 日、一部の国・地域の感染症危険情報をレベル１に引き下げ。

同措置により、全世界を対象に一律レベル１を発出。 

   （アジア・大洋州） 

    北朝鮮、台湾、豪州、クック諸島、ニュージーランド、ミクロネシア 

   （中南米） 

    グアテマラ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、 

    セントクリストファー・ネービス、セントルシア、ハイチ、パラグアイ、 

    バルバドス、ベリーズ、ボリビア、メキシコ 

   （欧州） 

    アルバニア、エストニア、カザフスタン、北マケドニア、キルギス、ク

ロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スロバキア、スロベニア、

セルビア､ハンガリー、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モナ

コ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、ルクセンブルク 

（中東・アフリカ）アフガニスタン、イスラエル、イラク、トルコ、バー

レーン、パレスチナ、レバノン､アルジェリア、アンゴラ、エスワティニ、

エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン､ガンビア､ギニア､ギニアビサ

ウ､ケニア、コートジボワール､コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザン

ビア、シエラレオネ､ジブチ､ジンバブエ、スーダン､赤道ギニア､セネガ

ル､ソマリア､中央アフリカ､チュニジア、ナイジェリア､ナミビア、マダ

ガスカル､マラウイ、南スーダン､モーリタニア､リビア、リベリア 
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・12 月 1 日、海外在留邦人等向けワクチン接種事業において、オミクロ

ン株対応２価ワクチンを含む追加接種を開始。 
 

 

（12）財務省 

＜令和４年＞ 

・３月４日、経済産業省・金融庁・財務省において、「中小企業活性化パ

ッケージ」を策定・公表 

・４月 26 日、「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」

において、政府系金融機関による実質無利子・無担保融資及び危機対応

融資等の９月末までの延長を発表 

・９月８日、経済産業省・金融庁・財務省において、「中小企業活性化パ

ッケージ NEXT」を策定・公表。 

 

 

（13）文部科学省 

＜令和４年＞ 

・１月７日、各大学や各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、関係

省庁と協議の上、無症状濃厚接触者の受験の際にタクシー等の利用を可

能とする条件を整理し、周知 

・１月７日、各教育委員会等に対して、オミクロン株に対応した学校にお

ける感染症対策に係る留意事項について周知 

・１月 11 日、各大学に対して、令和４年度大学入学者選抜の実施につい 

て、引き続き試験場における衛生管理体制の構築及び受験機会の確保の

徹底について依頼 

・１月 11 日、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、令和４年度

高等学校入学者選抜の実施について、引き続き試験場における衛生管理

体制の構築及び受検機会の確保の徹底について依頼 

・１月 11 日、各大学に対して、オミクロン株の感染拡大下でも、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により受験機会を失うことのないよう、大学

入学共通テストの本試験、追試験どちらも受験できなかった場合は個別

入試で判定することや、再度の追試験の実施等の措置を講じるよう依頼

するとともに、その内容を各都道府県・指定都市教育委員会等に対して

周知。また受験生向けに本内容のポイントを整理し、１月 12 日にホー

ムページに掲載 

・１月 12 日、各教育委員会等に対して、学校で児童生徒等や教職員の新
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型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインを再周

知 

・１月 31 日、各大学や各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、関

係省庁と協議の上、保健所業務が逼迫し、行政検査が実施できない場合

でも、無症状であれば基本的に受験できることとし、その内容を周知 

・２月１日、職域追加接種の接種予定人数の要件緩和等を受けて、大学等

に対し、その概要と実施の再検討を呼び掛ける事務連絡を発出 

・２月２日、各教育委員会等に対して、学校で児童生徒等や教職員の新型

コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインのオミク

ロン株に対応した運用に当たっての留意事項について周知 

・２月３日、当面の間、職域追加接種に関する財政支援額を引き上げるこ

とになったことを踏まえ、大学等に対し、その概要と実施の再検討を呼

び掛ける事務連絡を発出 

・２月４日、各教育委員会等に対して、オミクロン株に対応した学校にお

ける感染症対策に係る留意事項について周知 

・２月８日、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、令和４年度高

等学校入学者選抜の実施における受検機会の更なる確保について依頼 

・２月８日、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、無症状濃厚接

触者の受験の際のタクシー等の利用を可能とする条件について周知 

・２月 21 日、各教育委員会等に対して、新型コロナウイルス感染症に係

る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等における考

え方及び留意点等について周知 

・４月４日、大学等に対して都道府県の大規模接種会場等における大学等

単位での団体接種の積極的な実施を呼び掛ける事務連絡を発出 

・４月 12 日、大学等に対して都道府県の大規模接種会場等における大学

等単位での団体接種の積極的な実施を呼び掛けるとともに、その支援策

について周知する事務連絡を発出 

・４月 28 日、大学等に対して都道府県の大規模接種会場等における大学

等単位での団体接種の支援策に関する実施要領等を周知する事務連絡

を発出 

・４月 28 日、大学等に対して学生への団体接種について自衛隊の大規模

接種会場を活用することを依頼する事務連絡を発出・５月 24 日、25 日、

学校生活における児童生徒等のマスクの着用について周知 

・６月３日、各大学や都道府県・指定都市教育委員会等に対して、試験期

日及び試験実施の際の配慮事項等について定めた令和５年度大学入学

者選抜実施要項、及び各大学における試験場の衛生管理体制の望ましい
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内容・方法等を整理した令和５年度大学入学者選抜に係る新型コロナウ

イルス感染症に対応した試験実施のガイドラインを通知 

・６月 10 日、夏季における児童生徒のマスクの着用について周知 

・６月 14 日、各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、新型コロナ

ウイルス感染症の影響等を踏まえた令和５年度以降の高等学校入学者

選抜等における配慮等について依頼 

・６月 17 日、大学等に対して「大学・専門学校等の学生への新型コロナワ

クチン接種促進事業」の具体的な申請手続きを周知し、20 日より申請受付を

開始 

・ ６月 20 日、大学等に対して３回目の大学拠点接種における地域貢献基準及

び具体的な申請手続きを周知し、申請受付を開始 

・６月 21 日、学校における今後の新型コロナウイルス感染症対応に係る

留意事項について周知 

・７月 12 日、夏季休業に向けた新型コロナウイルス感染症対策について

周知 

・７月 25 日、濃厚接触者の待機期間の見直し等について周知 

・７月 26 日、新型コロナワクチンの追加接種（３回目接種）に関する情

報提供について周知 

・８月１日、新型コロナウイルスへの感染が確認された者及び濃厚接触者

への対応等について周知 

・８月 19 日、学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が

確認された場合の対応ガイドラインの改定について周知 

・８月 19 日、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策につ

いて周知 

・９月２日、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための換気の徹底

及びその効果的な実施について周知 

・９月６日、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に

対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について周

知 

・９月９日、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直

し等を内容とする「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

の変更について周知 

・９月 12 日、物価高騰等に対応した学校給食費の保護者負担軽減につい

て周知 

・９月 20 日、各大学や各都道府県・指定都市教育委員会等に対して、現

下の感染状況等を踏まえた令和５年度大学入学者選抜に係る大学入学
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共通テストの追試験の試験場を特例的に全都道府県に設置することに

ついて通知を発出 

・９月 21 日、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金におけ

る 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の活用につい

て周知 

・９月 22 日、大学等に対して「大学拠点接種」での追加接種（オミクロ

ン株対応）実施に当たっての留意点等について周知 

・10 月 17 日、「大学・専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促

進事業」について、実施期間を延長するとともに、オミクロン株対応ワ

クチンの接種についても活用できる旨、周知 

・10 月 19 日、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時

流行も見据えた今後の感染症対策について周知・マスクの着用に関する

リーフレットについて更なる周知を依頼する旨、周知 

・10 月 25 日、生後６か月以上４歳以下の者に対する新型コロナウイルス

感染症に係る予防接種の実施に係る周知等について周知 

・10 月 28 日、各大学等に対して、令和５年度大学入学者選抜における追

試験等受験者が入学した場合の定員管理に係る国立大学法人運営費交

付金及び私立大学等経常費補助金の例外的な取扱いについて通知を発

出 

・11 月９日、大学等に対して、オミクロン株対応ワクチンの接種促進のた

めの更なる取組推進について及び学生等に新型コロナウイルス感染症

及び季節性インフルエンザに係る医療機関や保健所からの証明書等の

取得に対する配慮について周知 

・11 月 10 日、各教育委員会等に対して、教職員のオミクロン株対応ワク

チンの接種促進のための更なる取組推進について周知 

・11 月 14 日、各教育委員会等に対して、今秋以降の感染拡大で保健医療

への負荷が高まった場合に想定される対応について周知 

・11 月 18 日、各教育委員会等に対して、オミクロン株対応ワクチンの接

種に関する児童生徒や保護者への情報提供について周知 

・11 月 21 日、各教育委員会等に対して、今秋以降の感染拡大で保健医療

への負荷が高まった場合の対応について周知 

・11 月 29 日、各教育委員会等に対して、「新型コロナウイルス感染症対

策の基本的対処方針」の変更等について周知 

・11 月 30 日、大学等に対して大学拠点接種（オミクロン株対応）に係る

地域貢献基準及び具体的な申請手続きを周知し、申請受付を開始 

・12 月 12 日、各教育委員会等に対して、「年末年始の感染対策について
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の考え方」について周知 

・12 月 21 日、各大学に対して、関係団体等への新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止策の徹底等に関する依頼内容を周知するとともに、

入学者選抜に関わる教職員の感染症対策の徹底や受験機会確保の措置

について依頼 

 

 

（14）厚生労働省 

＜令和４年＞ 

・１月５日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の感染が確認された患者等

に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を発出 

・１月５日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合

の対応について」を発出 

・１月６日、「精神疾患による入院患者への新型コロナワクチンの追加接

種に係る接種体制の確保等について」を発出 

・１月７日、「自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等

について（周知）」を発出 

・１月７日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 64）」を発出 

・１月７日、「入国者等で B.1.1.529 株(オミクロン株)の濃厚接触者とさ

れた者のうち、検疫所が確保する宿泊施設で待機している場合への対応

について」を発出 

・１月７日、「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方

針等について」を発出 

・１月７日、「感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症に係る保健所

の体制強化について」を発出 

・１月 11 日、「５歳以上 11 歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向

けた広域での接種体制の構築について」を発出 

・１月 11 日、「布製マスクの配布希望の申出に係る申出期限の延長等につ

いて」を発出 

・１月 12 日、「オミクロン株の感染流行に対応した保健・医療提供体制確

保のための更なる対応強化について」を発出 

・１月 12 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の感染が確認された患者

等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を発出 

・１月 13 日、「アストラゼネカ社ワクチンの接種体制及び流通体制の構築

について（その５）」を発出 
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・１月 13 日、「初回接種完了から８か月以上の経過を待たずに新型コロナ

ワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について（その２）」を発出 

・１月 13 日、「追加接種の速やかな実施について」を発出 

・１月 14 日、「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）に使用するフ

ァイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等について

（その 3）」を発出 

・１月 14 日、「新型コロナワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働

者派遣について」を発出 

・１月 14 日、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種の

ための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて（その６）」を

発出 

・１月 14 日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合

の対応について」を発出 

・１月 14 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の感染が確認された患者

等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を発出 

・１月 14 日、「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノ

ム解析及び変異株 PCR 検査について（要請）」を発出 

・１月 14 日、「新型コロナウイルス感染症患者が自宅で死亡された事例を

踏まえた自治体の対応について」を発出 

・１月 17 日、「武田/モデルナ社ワクチン３回目第１クールで配布するシ

リンジ・注射針について」を発出 

・１月 17 日、「布製マスクの配布希望の申出方法の変更について」を発出 

・１月 17 日、「オミクロン株の更なる流行に備えた事業継続方法の検討に

ついて」を発出 

・１月 18 日、「新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種等の請

求について」を発出 

・１月 18 日、「追加接種の接種間隔の短縮に対する取組状況について」を

発出 

・１月 18 日、「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対

応について」を発出 

・１月 18 日、「「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場に

おける積極的な検査等の実施手順（第２版）」に関する Q＆A について」

を発出 

・１月 19 日、「オミクロン株の感染流行に対応した臨時の医療施設等の開

設準備及び医療機関における診療機能の維持・継続について」を発出 

・１月 19 日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合
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の対応について」を発出 

・１月 19 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の感染が確認された患者

等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を発出 

・１月 19 日、「感染症法第 44 条の３第６項の規定による都道府県と市町

村の連携に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて（再周知）」を

発出 

・１月 19 日、「新興・再興感染症データバンク事業の臨床情報収集の促進

のお願い」を発出・１月 20 日、「都道府県が大規模接種会場を設置する

際のワクチン配分について」を発出 

・１月 20 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取り扱いについて」を発出 

・１月 20 日、「即応病床等への救急患者の受入れに係る病床確保料の取扱

いについて」を発出 

・１月 20 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）に関する Q＆A（第 13 版）について」を発出 

・１月 20 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の感染が確認された患者

等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を発出 

・１月 20 日、「オミクロン株の感染流行に対応した生活衛生関係営業等に

おける感染予防対策の徹底について」を発出 

・１月 20 日、「高齢者施設等での新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

備えた対応について」を発出 

・１月 21 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医

療機関及び薬局への配分について」を発出 

・１月 21 日、「ゼビュディ点滴静注液 500mg の有効期限の取扱いについ

て」を発出 

・１月 21 日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布・施行について」

を発出 

・１月 24 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の感染が確認された患者

等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を発出 

・１月 24 日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対

応について」を発出 

・１月 25 日、「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）の体制確保及

び５歳以上 11 歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた体制確

保について（附属病院を置く各国公私立大学への協力依頼）」を発出 

・１月 27 日、「５歳以上１１歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向
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けた接種体制の準備について（その２）」を発出 

・１月 27 日、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する

手引き」の改訂について」を発出 

・１月 27 日、「追加接種の速やかな実施のための接種券の早期発行等につ

いて」を発出 

・１月 27 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）に関する Q＆A（第 14 版）について」を発出 

・１月 27 日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・

第 6.2 版」の周知について」を発出 

・１月 27 日、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの発注等について」を発出 

・１月 27 日、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの適正な流通に向けた供給の優先付けについて」を発

出 

・１月 27 日、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの安定供給に向けた優先付けについて」を発出 

・１月 27 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の感染が確認された患者

等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を発出 

・１月 27 日、「病院内保育所における看護職員等の子どもの受入等につい

て」を発出 

・１月 28 日、「小児（５歳から１１歳）の新型コロナワクチンの接種に使

用するファイザー社ワクチンの取扱い及び配分について」を発出 

・１月 28 日、「高齢者施設等の入所者及び従業者、通所サービス事業所の

利用者及び従業者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種（追加

接種）の速やかな実施について」を発出 

・１月 28 日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 65）」を発出 

・１月 28 日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合

の対応について」を発出 

・１月 28 日、「医療機関における救急搬送困難事案の解消に向けた取組に

ついて」を発出 

・１月 28 日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対

応について」を発出 

・１月 28 日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関

への配分について」を発出 

・１月 31 日、「追加接種の速やかな実施について（その２）」を発出 
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・１月 31 日、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの発注等における留意事項について」を発出 

・１月 31 日、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの発注等における留意事項について（薬局団体宛）」を

発出 

・１月 31 日、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの安定供給に向けた優先付けにおける留意事項につ

いて」を発出 

・１月 31 日、「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの適正な流通に向けた供給の優先付けにおける留意

事項について」を発出 

・１月 31 日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」を発出 

・２月１日、「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）に係る職域接

種の開始について（その２）」を発出 

・２月１日、「ファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンの有

効期限の取扱いについて」を発出 

・２月２日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）の新型コロナウイルスワクチンの接種に係る事業の変更について」

を発出 

・２月２日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）の感染が確認された患者等

に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて」を発出 

・２月２日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合

の対応について」を発出 

・２月７日、「武田/モデルナ社ワクチン３回目第２クールで配布するシリ

ンジ・注射針について」を発出 

・２月７日、「オミクロン株の感染流行に対応した広域火葬計画の整備に

ついて」を発出 

・２月７日、「新型コロナウイルス感染症の検査体制整備について（協力

依頼）」を発出 

・２月７日、「「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの安定供給に向けた優先付けにおける留意事項につ

いて（令和４年１月 31 日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて」を発

出 

・２月７日、「「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの適正な流通に向けた供給の優先付けにおける留意



                        

40 
 

事項について（令和４年１月 31 日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについ

て」を発出 

・２月７日、「「新型コロナウイルス感染症オミクロン株の発生等に伴う抗

原定性検査キットの発注等における留意事項について（令和４年１月 31

日付事務連絡）」に関するＱ＆Ａについて」を発出 

・２月８日、「追加接種に関する取組事例について」を発出 

・２月８日、「武田/モデルナ社ワクチンの都道府県への追加配分等につい

て」を発出 

・２月８日、「障害福祉サービス事業者等の利用者及び従事者に対する追

加接種の速やかな実施について」を発出 

・２月８日、「地域における社会機能を維持するために必要な事業の従事

者等への優先的な接種について」を発出 

・２月８日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・２月８日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）に関するＱ＆Ａ（第 15 版）について」を発出 

・２月８日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）変更交付決定額一覧【令和４年２月８日付変更交付決定】」を

発出 

・２月８日、「オミクロン株の感染流行を踏まえた医療提供体制の対応強

化について」を発出 

・２月８日、「オミクロン株の感染流行を踏まえた透析患者の適切な医療

提供体制の確保について」を発出 

・２月９日、「地域における社会機能を維持するために必要な事業の従事

者等への優先的な接種について（その２）」を発出 

・２月９日、「保護施設等の利用者及び従事者に対する追加接種の速やか

な実施について」を発出 

・２月９日、「新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の

医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて」を発出 

・２月９日、「新型コロナウイルス治療薬の治験広告に係る IRB の取扱い

について」を発出 

・２月９日、「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康

観察等について」を発出 

・２月９日、「独立行政法人国立病院機構法第 21 条第１項に基づく要求に

ついて」を発出 

・２月９日、「独立行政法人地域医療機能推進機構法第 21 条第１項に基
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づく要求について」を発出 

・２月９日、「新型コロナウイルス感染症に係る検査を車両により移動し

て行う衛生検査所の取扱いについて」を発出・２月 10 日、「新型コロナ

ウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変異株PCR検

査について（要請）」を発出 

・２月 10 日、「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対

応について」を発出 

・２月 10 日、「新型コロナウイルス感染症対策に係る人材と医療提供状況

に関する G-MIS 調査項目の一部変更について（依頼）」を発出 

・２月 10 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パ

キロビッド®パック）の医療機関及び薬局への配分について（承認直後の

試験運用期間）」を発出 

・２月 10 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラ

ゲブリオ®カプセル）の医療機関及び薬局への配分について（別紙及び質

疑応答集の追加）」を発出 

・２月 14 日、「追加接種に関する取組事例について（更新）」を発出 

・２月 14 日、「５歳以上 11 歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向

けた接種体制の準備について（その３）」を発出 

・２月 14 日、「新型コロナウイルス感染症におけるゼビュディの医療機関

への配分について（周知依頼）」を発出 

・２月 14 日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対

応について」を発出 

・２月 14 日、「新型コロナウイルス感染症に係る確実な周産期医療体制の

確保について」を発出 

・２月 15 日、「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）に使用するフ

ァイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等について

（その４）」を発出 

・２月 15 日、「小児の新型コロナワクチンの接種に使用するファイザー社

ワクチンの配分等について」を発出 

・２月 15 日、「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種（追加接種）に係る実施の徹底と進捗状況の実態調査 への依頼 

について」を発出 

・２月 15 日、「新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大下におけるが

んや循環器病などの疾病を有する者に対する適切な医療提供体制の確

保について」を発出 

・２月 16 日、「武田/モデルナ社ワクチンの外箱及び元箱の寸法変更につ
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いて」を発出 

・２月 16 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分に関するＱ＆Ａ（第 16 版）について」を発出 

・２月 16 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・２月 16 日、「「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施について」の一部改正について」を発出 

・２月 16 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）執行状況（令和３年 12 月 31 日時点）」を発出 

・２月 16 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラ

ゲブリオ®カプセル）の医療機関及び薬局への配分について（別紙及び質

疑応答集の修正）」を発出・２月 17 日、「新型コロナワクチン追加接種

（３回目接種）に係る広報資材について」を発出 

・２月 17 日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 66）」を発出 

・２月 17 日、「「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医

療機関緊急支援事業」の改正について」を発出 

・２月 17 日、「「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医

療機関緊急支援事業補助金」のご案内」を発出 

・２月 17 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金（令和４年２月１日以降に新たに確保した即応

病床に対する補助）に関する Q＆A（第１版）」を発出 

・２月 17 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金の交付について」を発出・２月 18 日、「ファイ

ザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いに

ついて」を発出 

・２月 18 日、「追加接種の速やかな実施のための接種券の早期発行等につ

いて（その２）」を発出 

・２月 18 日、「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種（追加接種）に係る実施の徹底と進捗状況の実態調査への依頼に

ついて（その２）」を発出 

・２月 18 日、「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対

応について」を発出 

・２月 18 日、「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方

針等について」を発出 

・２月 21 日、「５歳以上 11 歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向
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けた接種体制の準備について（その４)」を発出 

・２月 21 日、「予防接種法施行令の一部を改正する政令の公布について」

を発出 

・２月 21 日、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について」

を発出 

・２月 21 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい

て（指示）」の一部改正について」を発出 

・２月 21 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・２月 21 日、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒

に対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について」

を発出 

・２月 22 日、「武田/モデルナ社ワクチン３回目第３クールで配布するシ

リンジ・注射針について」を発出 

・２月 24 日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対

応について」を発出 

・２月 24 日、「新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた保健所の整備に

ついて」を発出 

・２月25日、「コロナワクチンナビの 新情報への更新について（その２）

（協力依頼）」を発出 

・２月 25 日、「小児への筋肉内注射の方法と注意点に関する動画の公開に

ついて」を発出 

・２月 25 日、「武田/モデルナ社ワクチンのバイアルのゴム栓形状変更に

ついて」を発出 

・２月 25 日、「軽症患者等を対象とした新型コロナウイルス感染症治療薬

の治験等への協力依頼について」を発出 

・２月 28 日、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第

7.0 版」の周知について」を発出 

・２月 28 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パ

キロビッド®パック）の医療機関及び薬局への配分について（別紙及び質

疑応答集の修正）」を発出 

・３月１日、「新型コロナワクチン追加接種に使用するファイザー社ワク

チンの追加配布及び武田/モデルナ社ワクチンの配送の前倒し等につい

て」を発出 

・３月１日、「例外的な取扱として摂取券が届いていない５歳以上 11 歳以

下の者に対して新型コロナワクチン接種を実施する際の事務運用につ
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いて」を発出 

・３月１日、「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種（追加接種）進捗状況の実態再調査への依頼について」を発出 

・３月１日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針

（第５版）」について」を発出 

・３月１日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）執行状況（令和４年１月 31 日時点）」を発出 

・３月２日、「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策

徹底について」を発出 

・３月３日、「初回接種として武田／モデルナ社ワクチンを２回接種した

者を対象とした追加接種に係る接種後の健康状況に関する調査につい

て」を発出 

・３月３日、「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」を発出 

・３月３日、「『「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医

療機関緊急支援」の改正について」』の改正について」を発出 

・３月３日、「「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金」のご案内」を発出 

・３月３日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金（転入院支援、救急搬送受入支援）に関するＱ

＆Ａ（第２版）」を発出 

・３月４日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 67）」を発出 

・３月４日、「新規薬剤の導入に伴う抗原定性検査の活用について」を発

出 

・３月７日「武田/モデルナ社ワクチン３回目第４クールで配布するシリ

ンジ・注射針について」を発出 

・３月８日、「５歳以上 11 歳以下の者を対象とした新型コロナワクチン

接種後の健康状況に関する調査についてを発出 

・３月９日、「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）に係る職域接

種の廃棄報告及び完了登録等の取扱いについて（協力依頼）」を発出 

・３月 10 日、「転居者にかかる接種券発送事務での VRS の活用等につい

て」を発出 

・３月 10 日、「「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンに関する予防

接種後健康状況調査の実施について」の一部改正について」を発出 

・３月 11 日、「12 歳以上 17 歳以下の者への新型コロナワクチンの３回

目接種に向けた接種体制の準備について」を発出 
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・３月 11 日、「入院外患者に一時的に酸素投与等の対応を行う施設（入院

待機施設）等の整備に対する支援（酸素濃縮装置の無償貸付）の継続に

ついて」を発出 

・３月 14 日、「ファイザー社ワクチン３回目第５クールで配布するシリン

ジ・注射針について」を発出 

・３月 14 日、「武田/モデルナ社ワクチン３回目第５クールで配布するシ

リンジ・注射針について」を発出 

・３月 14 日、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被

保険者等に係る国民健康保険料（税）の減免について」を発出 

・３月 15 日、「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種（追加接種）進捗状況の実態再調査の結果について」を発出 

・３月 16 日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 68）」を発出 

・３月 16 日、「検査料の点数の取扱いについて」を発出 

・３月 16 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株

の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制

限並びに積極的疫学調査の実施について」を発出 

・３月 16 日、「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対

応について」を発出 

・３月 16 日、「抗原定性検査キットの供給に係る優先付け措置等の終了に

ついて」を発出 

・３月 16 日、「保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対す

る外出自粛要請への対応について」を発出 

・３月 16 日、「障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出

自粛要請への対応について」を発出 

・３月 16 日、「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対

応について」を発出 

・３月 17 日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID 19 ）病原体検査の指

針（第 5.1 版）」 について」を発出 

・３月 17 日、「令和４年福島県沖を震源とする地震に係る感染症予防対策

等について」を発出 

・３月 17 日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一部

改正）」を発出 

・３月 17 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 
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・３月 17 日、「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用

抗原定性検査キットの取扱いについて」を発出 

・３月 17 日、「高齢者施設等や保育所、幼稚園、小学校等の従事者等に対

する検査の実施について」を発出 

・３月 17 日、「「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場に

おける積極的な検査等の実施手順（第２版）」に関する Q＆A について」

を発出 

・３月 18 日、「小児の新型コロナワクチンの接種に使用するファイザー社

ワクチンの配分等について（その２）」を発出 

・３月 18 日、「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策

徹底を踏まえた対応について」を発出 

・３月 18 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株

の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制

限並びに積極的疫学調査の実施について」を発出 

・３月 18 日、「『「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医

療機関緊急支援」の改正について」』の改正について」を発出 

・３月 18 日、「「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医

療機関緊急支援事業補助金」のご案内」を発出 

・３月 18 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金（転入院支援、救急搬送受入支援）に関するＱ

＆Ａ（第３版）」を発出 

・３月 18 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金の交付について」を発出 

・３月 22 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株

の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制

限並びに積極的疫学調査の実施について」を発出 

・３月 23 日、「新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化について」を

発出 

・３月 24 日、「遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築につい

て」を発出 

・３月 24 日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関

への配分について（疑義応答集の追加等）」を発出 

・３月 25 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい

て（指示）」の一部改正について」を発出 

・３月 25 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 
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・３月 25 日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）の体制確保に

ついて」を発出 

・３月 25 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラ

ゲブリオ®カプセル）の医療機関及び薬局への配分について（別紙及び質

疑応答集の修正）」を発出 

・３月 29 日、「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）に係る完了登

録等に向けた作業の保留について」を発出 

・３月 29 日、「国際線航空機内における機内濃厚接触者の情報提供等につ

いて」を発出 

・３月 30 日、「ファイザー社ワクチン３回目第６クール～第８クールで配

布するシリンジ・注射針について」を発出 

・３月 30 日、「令和４年度向けデータ標準レイアウトの特定個人情報番号

84 に係るコード名称の変更について」を発出 

・３月 31 日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 69）」を発出 

・３月 31 日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・

第 7.1 版」の周知について」を発出 

・３月 31 日、「令和４年度における新型コロナウイルス感染症等に係る対

応人材（IHEATInfectious disease Health Emergency Assistance Team）

の運用について」を発出 

・３月 31 日、「新型コロナウイルス感染症応援派遣活動要領について」を

発出 

・４月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）の交付について」を発出 

・４月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）の実施について」を発出 

・４月１日、「「新型コロナウイルス感染症重点医療機関及び新型コロナウ

イルス感染症疑い患者受入協力医療機関について」の改正について」を

発出 

・４月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・４月１日、「新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者

養成研修事業の実施について」を発出 

・４月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）に関するＱ＆Ａ（第１版）について」を発出 

・４月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給
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付上乗せ補償保険加入支援事業について」を発出 

・４月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症対応医療機関労災給

付上乗せ補償保険加入支援事業補助金の交付について」を発出 

・４月１日、「「令和４年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業」の実施について」を発出 

・４月１日、「「令和４年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金」のご案内」を発出 

・４月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金（転入院支援、救急搬送受入支援）に関するＱ

＆Ａ（第１版）」を発出 

・４月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金の交付について」を発出 

・４月４日、「都道府県の大規模接種会場等における企業・大学等の単位

での団体接種の実施について（依頼）」を発出 

・４月４日、「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に

対応できる専門的な医療機関の名称等の公表について」を発出 

・４月４日、「新型コロナウイルス感染症対応に係る今後の保健所等の体

制について」を発出 

・４月４日、「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策

徹底を踏まえた対応について（高齢者施設等における医療支援の更なる

強化等）の考え方について」を発出 

・４月５日、「「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンに関する予防接

種後健康状況調査の実施について」の一部改正について」を発出 

・４月６日、「武田社ワクチン（ノババックス）の接種体制の構築等につ

いて」を発出 

・４月７日、「大学等の新型コロナワクチンの接種に関する相談窓口につ

いて（依頼）」を発出 

・４月 12 日、「職域における新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）

に係る完了登録等に向けた作業の保留について（その２）」を発出 

・４月 13 日、「ゴールデンウィーク等の連休時の保健・医療提供体制の確

保について」を発出 

・４月 15 日、「「新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等における精度管

理マニュアル」について（周知）」を発出 

・４月 18 日、「令和４年度におけるアストラゼネカ社ワクチンの配分等に

ついて」を発出 

・４月 18 日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関
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への配分について（疑義応答集の追加等）」を発出 

・４月 22 日、「ファイザー社ワクチン及び 武田／モデルナ社ワクチン の

有効期限の取扱いについて」を発出 

・４月 22 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パ

キロビッド®パック）の医療機関及び薬局への配分について（別紙及び質

疑応答集の修正）」を発出 

・４月 27 日、「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」を発出 

・４月 28 日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）に使用するフ

ァイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等について」

を発出 

・４月 28 日、「武田社ワクチン（ノババックス）の配分等について」を発

出 

・４月 28 日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）の体制確保に

ついて（その２）」を発出 

・４月 28 日、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被

保険者等に係る国民健康保険料（税）の減免等の取扱いに関するＱ＆Ａ

について」を発出 

・４月 28 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

減少した被保険者等に係る後期高齢者医療保険料の減免等の取扱いに

関するＱ＆Ａについて」を発出 

・４月 28 日、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこ

と等による介護保険の第一号被保険者の令和４年度における減免措置

に対する今後の財政支援の取扱いに関するＱ＆Ａ」を発出 

・４月 28 日、「オミクロン株の特性を踏まえた保健・医療提供体制の対策

徹底を踏まえた取組状況及び更なる体制強化について」を発出 

・４月 28 日、「新興・再興感染症データバンク事業への参加のお願い」を

発出 

・４月 28 日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き 別

冊 罹患後症状のマネジメント（第１版）」の周知について」を発出 

・４月 28 日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 70）」を発出 

・４月 28 日、「令和４年１月以降の新型コロナウイルス感染症患者が自宅

で死亡された事例を踏まえた自治体の対応について」を発出 

・５月２日、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの

販売に関する留意事項について」を発出 

・５月９日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第
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7.2 版」の周知について」を発出 

・５月９日、「企業・大学等の単位での団体接種の実施と都道府県主導に

よる希望する企業等の大規模接種会場等での接種の受入調整について

（依頼）」を発出 

・５月 10 日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種の体制確保につ

いて（その３）」を発出 

・５月 10 日、「新型コロナウイルスワクチンの追加接種（４回目接種）体

制整備に係る医療用物資の配布について」を発出 

・５月 13 日「令和 4 年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）交付決定額一覧【令和 4年 5月 13 日付交付決定】」を発出 

・５月 17 日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）開始以降の請

求時の編綴方法について」を発出 

・５月 18 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）に関するＱ＆Ａ（第２版）について」を発出 

・５月 18 日、「第 26 回参議院議員通常選挙における特定患者等の特例郵

便等投票の円滑な実施の要請」を発出 

・５月 19 日、「新型コロナワクチンの職域接種における接種券が回収でき

ない場合の費用請求について」を発出 

・５月 19 日、「高齢者施設等における新型コロナワクチンの４回目接種に

ついて」を発出 

・５月 20 日、「障害者支援施設等及び精神科病院 における新型コロナワ

クチンの４回目接種について」を発出 

・５月 20 日、「外交官等の「外交」及び「公用」の在留資格を有する者へ

の新型コロナウイルス感染症ワクチンの４回目接種について」を発出 

・５月 20 日、「台湾日本関係協会の本邦の事務所及び駐日パレスチナ総代

表部の職員及びその家族への新型コロナウイルス感染症ワクチンの４

回目接種について」を発出 

・５月 20 日、「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」を

発出 

・５月 25 日、「武田社ワクチン（ノババックス）の配分等について（その

２）」を発出 

・５月 25 日、「予防接種法施行令の一部を改正する政令の公布について」

を発出 

・５月 25 日、「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正す

る省令の公布について」を発出 

・５月 25 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい
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て（指示）」の一部改正について」を発出 

・５月 25 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・５月 25 日、「マスクの着用に関するリーフレットについて（周知）」を

発出 

・５月 31 日、「医療用手袋の備蓄品の売却の実施について」を発出 

・６月１日、「武田社ワクチン（ノババックス）に係る接種後の健康状況

に関する調査について」を発出 

・６月１日、「新型コロナワクチンの第二期追加接種に係る接種後の健康

状況に関する調査について」を発出 

・６月１日、「初回接種として武田／モデルナ社ワクチンを２回接種した

者を対象とした追加接種に係る接種後の健康状況に関する調査につい

て（その２）」を発出 

・６月３日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）執行状況（令和４年４月 30 日時点）」を発出 

・６月９日、「武田社ワクチン（ノババックス） の配分等について （そ

の３）」を発出 

・６月 10 日、「「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療

用抗原定性検査キットの取扱いについて」に関する Q＆A について」を

発出 

・６月 10 日、「「新型コロナワクチン 予診票の確認のポイント Ver7.0 」 

について」を発出 

・６月 13 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・６月 17 日、「「新型コロナウイルス感染症 COVID19 診療の手引き 別冊 

罹患後症状のマネジメント（第１ .１版 ）」の周知について」を発出 

・６月 17 日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）に使用する武

田/モデルナ社ワクチンの配分等について」を発出 

・６月17日、「アストラゼネカ社ワクチンの配分及び接種体制等について」

を発出 

・６月 17 日、「新型コロナ予防接種の間違いの防止について（その４）」

を発出 

・６月 20 日、「効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策につい

て」を発出 

・６月 20 日、「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」を発出 

・６月21日、「ワクチン接種会場における熱中症予防対策の推進について」
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を発出 

・６月 23 日、「武田社ワクチン（ノババックス）に係る接種後の健康状況

に関する調査について（その２）」を発出 

・６月 23 日、「新型コロナワクチンの第二期追加接種に係る接種後の健康

状況に関する調査について（その２）」を発出 

・６月 23 日、「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種（４回目接種）に係る実施の徹底と進捗状況の実態調査への依頼

について」を発出 

・６月 24 日、「高齢者施設等における新型コロナワクチンの４回目接種の

促進について （その２）」を発出 

・６月 27 日、「ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）への早期入力のお願

いについて」を発出 

・６月 29 日、「「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンに関する予防

接種後健康状況調査の実施について」の一部改正について」を発出 

・７月１日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）の新型コロナウイルスワクチンの接種に係る事業の継続について」

を発出 

・７月１日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関

への配分について（別紙及び疑義応答集の修正）」を発出 

・７月１日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラ

ゲブリオ®カプセル）の医療機関及び薬局への配分について（別紙及び質

疑応答集の修正）」を発出 

・７月１日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パ

キロビッド®パック）の医療機関及び薬局への配分について（別紙及び質

疑応答集の修正）」を発出 

・７月 1 日、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における PCR 検

査の取り扱いについて」を発出 

・７月 1日、「「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴

う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正に

ついて」を発出 

・７月 1 日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取

扱いについて（その 71）」を発出 

・７月５日、「現下の感染状況を踏まえたオミクロン株の特性に応じた検

査・保健・医療提供体制の点検・強化について」を発出 

・７月６日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）に関するＱ＆Ａ（第３版）について」を発出 
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・７月６日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・７月６日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）の実施について」を発出 

・７月６日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）の実施について」を発出 

・７月６日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）に関するＱ＆Ａ（第３版）について」を発出 

・７月６日、「第２回新型コロナウイルス感染症の罹患後症状を呈する者

への自治体における取組の調査結果について（周知）」を発出 

・７月７日、「新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護師・准看護

師の労働者派遣について」を発出 

・７月 13 日、「武田社ワクチン（ノババックス）の配分等について（その

４）」を発出 

・７月 13 日、「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第 12 条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について（一

部改正）」の一部改正」を発出 

・７月 13 日、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）執行状況（令和４年５月 31 日時点）」を発出 

・７月 14 日、「新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の申請手続に

ついて（周知）」を発出 

・７月 14 日、「オミクロン株の感染流行を踏まえた透析患者の適切な医療

提供体制の確保について（再周知）」を発出 

・７月 15 日、「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種（４回目接種）進捗状況の実態調査の結果及び今後の新型コロナ

ウイルス感染症拡大に備えた 高齢者施設等における対応について」を

発出 

・７月 15 日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）に使用する武

田/モデルナ社ワクチンの追加配送等について」を発出 

・７月 15 日、「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について」を

発出 

・７月 15 日、「新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの供給に

ついて」を発出 

・７月 19 日、「医療用手袋の備蓄品の再売却に係る公募の実施について」

を発出 
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・７月 20 日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）に使用する武

田/モデルナ社ワクチンの追加配送等について」を発出 

・７月 21 日、「発熱外来における抗原定性検査キットの配布等について」

を発出 

・７月 22 日、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について

(指示)」の一部改正について」を発出 

・７月 22 日、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する

手引き」の改訂について」を発出 

・７月 22 日、「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確

保について」を発出 

・７月 22 日、「新型コロナワクチンの４回目接種の対象拡大について」を

発出 

・７月 22 日、「「新型コロナウイルス感染症 COVID 19 ）診療の手引き・ 

第 8.0 版 」の周知について」を発出 

・７月 22 日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関

への配分について（別紙及び疑義応答集の修正）」を発出 

・７月 22 日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の 臨時的な

取扱いについて（その 72）」を発出 

・７月 22 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・７月 22 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株

の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制

限並びに積極的疫学調査の実施について」を発出 

・７月 22 日、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染

拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」を発出 

・７月 22 日、「直近の感染状況を踏まえた医療提供体制について」を発出 

・７月 25 日、「武田社ワクチン（ノババックス）に係る接種後の健康状況

に関する調査について（その３）」を発出 

・７月 25 日、「「新型コロナウイルスワクチンの追加接種（４回目接種）

体制整備に係る医療用物資の配布について」の一部改正について」を発

出 

・７月 25 日、「換気の徹底の再周知について」を発出 

・７月 25 日、「「令和４年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医

療機関緊急支援事業」の実施について」を発出 

・７月 25 日、「「令和４年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医

療機関緊急支援事業補助金」のご案内」を発出 
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・７月 25 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金（転入院支援、救急搬送受入支援）に関するＱ

＆Ａ（第２版）」を発出 

・７月 25 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療

機関緊急支援事業補助金の交付について（交付要綱・交付申請書・実績

報告書）」を発出 

・７月 25 日、「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対

応について」を発出 

・７月 25 日、「都道府県への抗原定性検査キットの配布について」を発出 

・７月 26 日、「新型コロナワクチンの３回目接種促進のための更なる取組

の推進について（依頼）」を発出 

・７月 26 日、「障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出

自粛要請への対応について」を発出 

・７月 26 日、「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対

応について」を発出 

・７月 26 日、「保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対す

る外出自粛要請への対応について」を発出 

 

・７月 28 日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の 臨時的な

取扱いについて（その 73）」を発出 

・７月 29 日、「都道府県への抗原定性検査キットの配布について（その

２）」を発出 

・７月 30 日、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染

拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」を発出 

・７月 30 日、「B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株

の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制

限並びに積極的疫学調査の実施について」を発出 

・８月１日、「新型コロナウイルス感染症の現下の状況を踏まえた自宅療

養者等の災害時の対応について（周知）」を発出 

・８月１日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する

手引き」の改訂について」を発出 

・８月１日、「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予

防接種（４回目接）に係る実施の徹底と進捗状況の実態調査２への依頼

について」を発出 

・８月４日、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡

大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」を発出 
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・８月４日、「発熱外来等での抗原定性検査キットの配布及び都道府県へ

の抗原定性検査キットの配布に関する質疑応答集について（vol.5）」を

発出 

・８月５日「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡

大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」を発出 

・８月５日、「新型コロナウイルス感染症に関する医療機関への助成金等

に関する不審な勧誘等について（再周知）」を発出 

・８月５日、「高齢者施設等における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオカプ

セル及びパキロビッドパック）の活用方法について（再周知）」を発出 

・８月５日、「効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策の徹底

について」を発出 

・８月５日、「救急医療等のひっ迫回避に向けた対応について」を発出 

・８月５日、「発熱外来等での抗原定性検査キットの配布及び都道府県へ

の抗原定性検査キットの配布に関する質疑応答集について（vol.6）」を

発出 

・８月８日、「武田社ワクチン（ノババックス）の配分等について（その

５）」を発出 

・８月８日、「新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）に使用するモ

デルナ社ワクチンの配分等について」を発出 

・８月８日、「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確

保について（その２）」を発出 

・８月９日、「直近の感染状況を踏まえた 診療・検査医療機関における経

口抗ウイルス薬に係る登録状況の点検・公表について」を発出 

・８月９日、「お盆期間中における新型コロナウイルス感染症対応に関す

る検査・保健・医療提供体制の確保について」を発出 

・８月 10 日、「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの

証明書等の取得に対する配慮に関する要請について（協力依頼）」を発出 

・８月 10 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラ

ゲブリオ）の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について（周

知）」を発出 

・８月 10 日、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染

拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」を発出 

・８月 12 日、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染

拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」を発出 

・８月 15 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラ

ゲブリオ®カプセル）の医療機関及び薬局への配分について （別紙及び
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質疑応答集の修正）」を発出 

・８月 16 日、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染

拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」を発出 

・８月 18 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）執行状況（令和４年６月 30 日時点）」を発出 

・８月 19 日、「病床や救急医療のひっ迫回避に向けた宿泊療養施設や休止

病床の活用等について」を発出 

・８月 19 日、「直近の感染状況における酸素濃縮装置の確保状況及び無償

貸付の枠組み（再周知）等について」を発出 

・８月 19 日、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに

関する留意事項について（その２）」を発出 

・８月 22 日、「発熱外来等での抗原定性検査キットの配布及び都道府県へ

の抗原定性検査キットの配布に関する質疑応答集について（vol.7）」を

発出 

・８月 23 日、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬の

取扱いについて」を発出 

・８月 24 日、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染

拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」を発出 

・８月 24 日、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの

販売に関する監視指導及び留意事項について」を発出 

・８月 24 日、「新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロ

ナウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について」を

発出 

・８月 25 日、「新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定（緊急避難

措置）の概要及び必要な手続き等について」を発出 

・８月 25 日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

施行規則の一部を改正する省令の公布について」を発出 

・８月 26 日、「新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定（緊急避難

措置）の概要及び必要な手続き等について」を発出 

・８月 26 日、「ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限

の取扱いについて」を発出 

・８月 30 日、「新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定（緊急避難

措置）の概要及び必要な手続き等について」を発出 

・８月 30 日、「ラゲブリオカプセル 200mg の使用期限の取扱いについて」

を発出 

・８月 31 日、「現下の感染状況を踏まえたオンライン診療等も活用した診
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療・検査医療機関の拡充 ・公表 について」を発出 

・８月 31 日、「検査料の点数の取扱いについて」を発出 

・８月 31 日、「新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定（緊急避難

措置）の概要及び必要な手続き等について」を発出 

・９月１日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲ

ビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について」を発出 

・９月１日、「ゼビュディ点滴静注液500mgの使用期限の取扱いについて」

を発出 

・９月１日、「新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定（緊急避難

措置）の概要及び必要な手続き等について」を発出 

・９月１日、「【事務連絡】疑義解釈資料の送付について（その 24）」を発

出 

・９月１日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の

臨時的な取扱いについて（その 74）」を発出 

・９月１日、「【通知】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適

用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等についての一部

改正について」を発出 

・９月２日、「モデルナ社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミク

ロン株（ＢＡ．１）の２価ワクチン）の配送等について」を発出 

・９月２日、「ファイザー社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミ

クロン株（ＢＡ．１）の２価ワクチン）の配送等について」を発出 

・９月２日、「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確

保について（その３）」を発出 

・９月２日、「生後６ヶ月以上４歳以下の者への新型コロナワクチン接種

に向けた接種体制の整備について」を発出 

・９月５日、「パキロビッドパックの使用期限の取扱いについて」を発出 

・９月６日、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における抗原検

査の取り扱いについて」を発出 

・９月６日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた療養の考え方の

見直しについて（確認依頼）」を発出 

・９月６日、「予防接種法施行令の一部を改正する政令の公布について」

を発出 

・９月６日、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について」

を発出 

・９月６日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について

（指示）」の一部改正について」を発出 
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・９月６日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する

手引き」の改訂について」を発出 

・９月６日、「５歳以上 11 歳以下の者に対する新型コロナワクチンの３回

目接種の実施に当たっての留意事項について」を発出 

・９月６日、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒

に対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について」

を発出 

・９月７日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲ

ビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について（別紙及び疑義

応答集の修正）」を発出 

・９月７日、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見

直しについて」を発出 

・９月７日、「【事務連絡】疑義解釈資料の送付について（その 25）」を発

出 

・９月７日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）による新型コロナウイルスワクチン接種関係の事業について」を

発出 

・９月８日、「新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの適正な

選択に関するリーフレットについて」を発出 

・９月８日、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見

直しについて」を発出 

・９月８日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬 （ラ

ゲブリオ ® カプセル）の薬価収載に伴う医療機関 及び薬局への配分等

に ついて（その２）（周知）」を発出 

・９月９日、「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推進

について」を発出 

・９月９日、「外交官の子女等の「外交」及び「公用」の在留資格を有する

５歳以上 11 歳以下の者への新型コロナウイルス感染症ワクチンの３回

目接種について」を発出 

・９月９日、「台湾日本関係協会の本邦の事務所及び駐日パレスチナ総代

表部の職員の子女である５歳以上 11 歳以下の者への新型コロナウイル

ス感染症ワクチンの３回目接種について」を発出 

・９月 12 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・９月 13 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の事業の継続について」を発出 
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・９月 13 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて 」を発出 

・９月 13 日、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見

直しについて」を発出 

・９月 13 日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上

の臨時的な取扱いについて（その 75）」を発出 

・９月 13 日、「モデルナ社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミク

ロン株（ＢＡ．１）の２価ワクチン）の配送等について（その２）」を発

出 

・９月 14 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・９月 14 日、「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確

保について（その４）」を発出 

・９月 15 日、「新型コロナウイルスワクチン追加接種（オミクロン株対応

ワクチン接種）の体制整備に係る医療用物資の配布について」を発出 

・９月 15 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬 （ラ

ゲブリオ ® カプセル）の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等

について（その３）（周知）」を発出 

・９月 15 日、「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関するリーフレ

ットについて」を発出 

・９月 16 日、「今冬のインフルエンザワクチンの接種対象者への呼びかけ

について」を発出 

・９月 16 日、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見

直しにおける透析患者への対応について」を発出 

・９月 16 日、「予防接種法施行令の一部を改正する政令の公布について」

を発出 

・９月 16 日、「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正す

る省令の公布について」を発出 

・９月 16 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい

て（指示）」の一部改正について」を発出 

・９月 16 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・９月 16 日、「データ標準レイアウトにおける特定個人情報番号 84 に係

るコード名称の変更について」を発出 

・９月 16 日、「外交官等の「外交」及び「公用」の在留資格を有する者へ

のオミクロン株対応ワクチン接種について」を発出 
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・９月 16 日、「台湾日本関係協会の本邦の事務所及び駐日パレスチナ総代

表部の職員及びその家族へのオミクロン株対応ワクチン接種について」

を発出 

・９月 16 日、「新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護師・准看護

師の労働者派遣について」を発出 

・９月 20 日、「高齢者施設等における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオ®カ

プセル及びパキロビッド®パック）の活用方法について（改定）」を発出 

・９月 20 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・９月 20 日、「新型コロナワクチン初回接種（１・２回目接種）に使用す

るモデルナ社ワクチンの配分等について」を発出 

・９月 20 日、「武田社ワクチン（ノババックス）の配分等について（その

６）」を発出 

・９月 20 日、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の

被扶養者の収入確認の特例の延長について」を発出 

・９月 21 日、「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノ

ム解析及び変異株 PCR 検査について（要請）」を発出 

・９月 22 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施について」を発出 

・９月 22 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・９月 22 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）に関するＱ＆Ａ（第４版）について」を発出 

・９月 22 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直し及び新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直

しに伴う発生届の対象外である特定患者等の特例郵便等投票等につい

て」を発出 

・９月 22 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・９月 22 日、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

施行規則の一部を改正する省令の施行について」を発出 

・９月 22 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施について」を発出 

・９月 22 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取り扱いについて」を発出 

・９月 22 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
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（医療分）に関するＱ＆Ａ（第４版）について」を発出 

・９月 26 日、「５歳以上 11 歳以下の者を対象とした新型コロナワクチン

の第一期追加接種に係る接種後の健康状況に関する調査について」を発

出 

・９月 27 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・９月 27 日、「令和４年９月 28 日以降の新型コロナウイルス感染症患者

の療養状況等に関する調査報告依頼について」を発出 

・９月 27 日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上

の臨時的な取扱いについて（その 76）」を発出 

・９月 27 日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上

の臨時的な取扱いについて（その 77）」を発出 

・９月 27 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・９月 27 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パ

キロビッド®パック）の医療機関及び薬局への配分について（別紙、質疑

応答集及び参考資料の修正）」を発出 

・９月 27 日、「With コロナにおける国民向けリーフレットについて」を

発出 

・９月 28 日、「健康フォローアップセンターに登録された者の報告につい

て（再周知）」を発出 

・９月 28 日、「モデルナ社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミク

ロン株（ＢＡ．１）の２価ワクチン）の配送等について（その３）」を発

出 

・９月 28 日、「ファイザー社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミ

クロン株（ＢＡ．４/５）の２価ワクチン）の配送等について」を発出 

・９月 28 日、「乳幼児（６か月から４歳）の新型コロナワクチンの接種に

使用するファイザー社ワクチンの配分等について」を発出 

・９月 29 日、「「新型コロナワクチン 予診票のポイント Ver8.0」につい

て」を発出 

・９月 30 日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関

への配分について（別紙及び質疑応答集の修正）」を発出 

・９月 30 日、「令和４年度における新型コロナウイルス感染症等に係る対

応人材（IHEAT:Infectious disease Health Emergency Assistance Team）

の運用について 

・10 月３日、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種券の送付
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に際して宛先人不明で返戻された外国人の住所等の情報提供の終了に

ついて」を発出 

・10 月５日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直

しについて」を発出 

・10 月５日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医

療分）に関するＱ＆Ａ（第５版）について」を発出 

・10 月５日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（医療分）執行状況（令和４年７月 31 日時点）」を発出 

・10 月５日、「「新型コロナウイルス感染症 COVID 19 ）診療の手引き・ 

第 8.1 版 」の周知について」を発出 

・10 月６日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲ

ビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について（別紙及び質義

応答集の修正）」を発出 

・10 月６日、「疑義解釈資料の送付について（その 29）」を発出 

・10 月６日、「従来の新型コロナワクチンによる初回接種の早期実施につ

いて」を発出 

・10 月７日、「新型コロナウイルス感染症応援派遣活動要領について」を

発出 

・10 月７日、「訪日外国人受入の再開を踏まえた外国人患者受入れに関す

る体制の整備について」を発出 

・10 月７日、「小児（５歳から 11 歳）の新型コロナワクチンの接種に使用

するファイザー社ワクチンの配分等について」を発出 

・10 月７日、「ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限

の取扱いについて」を発出 

・10 月７日、「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確

保について（その５）」を発出 

・10 月７日、「生後６か月以上４歳以下の者への新型コロナワクチン接種

に向けた接種体制の準備について（その２）」を発出 

・10 月７日、「データ標準レイアウトにおける特定個人情報番号 84 に係

るコード名称の変更について」を発出 

・10 月７日、「ファイザー社２価ワクチン（BA.4-5）の接種開始に伴う VRS

の変更点について」を発出 

・10 月 13 日、「厚生労働省委託事業「新型コロナウイルス感染症の PCR 検

査等にかかる精度管理調査」に関する応募について（協力依頼）」を発出 

・10 月 13 日、「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正

する省令の公布について」を発出 
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・10 月 13 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい

て（指示）」の一部改正について」を発出 

・10 月 13 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・10 月 14 日、「乳幼児（６か月から４歳）の新型コロナワクチン接種の体

制整備に係る医療用物資の配布について」を発出 

・10 月 14 日、「「新型コロナウイルス感染症 COVID19 診療の手引き別冊罹

患後症状のマネジメント（第 2.0 版）」の周知について」を発出 

・10 月 14 日、「マスクの着用に関するリーフレットについて（更なる周

知のお願い） 」を発出 

・10 月 14 日、「ファイザー社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオ

ミクロン株（BA.4/5）の２価ワクチン）の配送等について（その２）」を

発出 

・10 月 14 日、「外交官の子女等の「外交」及び「公用」の在留資格を有す

る生後６か月以上４歳以下の者への新型コロナウイルス感染症ワクチ

ンの初回接種について」を発出 

・10 月 14 日、「台湾日本関係協会の本邦の事務所及び駐日パレスチナ常

駐総代表部の職員の子女である生後６か月以上４歳以下の者への新型

コロナウイルス感染症ワクチンの初回接種について 

・10 月 17 日、「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロ

ナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について（依頼）」を

発出 

・10 月 17 日、「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロ

ナウイルス感染症の検査体制の強化について（依頼）」を発出 

・10 月 17 日、「オミクロン株 BA.１に対応した新型コロナワクチンの接種

に係る接種後の健康状況に関する調査について」を発出 

・10 月 18 日、「モデルナ社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミ

クロン株（BA.１）の２価ワクチン）の配送等について（その４）」を発

出 

・10 月 19 日、「季節性インフルエンザ同時流行に備えた体制整備に係る

医療用物資の配布について」を発出 

・10 月 19 日、「職場における検査等の実施手順（第３版） について」を

発出 

・10 月 20 日、「オミクロン株に対応した新型コロナワクチン接種体制確

保について（その６）」を発出 

・10 月 21 日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上
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の臨時的な取扱いについて（その 78）」を発出 

・10 月 21 日、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について」

を発出 

・10 月 21 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・10 月 24 日、「次亜塩素酸水の空間噴霧について」を発出 

・10 月 24 日、「予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布につい

て」を発出 

・10 月 24 日、「生後６か月以上４歳以下の者に対する新型コロナウイル

ス感染症に係る予防接種の実施に係る周知等について」を発出 

・10 月 25 日、「高齢者施設等におけるオミクロン株に対応した新型コロ

ナワクチンの接種について」を発出 

・10 月 26 日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上

の 臨時的な取扱いについて（その 79）」を発出 

・10 月 28 日、「新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行

に備えたリーフレットについて（周知のお願い）」を発出 

・10 月 28 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）に関するＱ＆Ａ（第６版）について」を発出 

・10 月 28 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・10 月 28 日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上

の臨時的な取扱いについて（その 80）」を発出 

・10 月 28 日、「【通知】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険

適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等についての一

部改正について」を発出 

・10 月 28 日、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における PCR 検

査の取り扱いについて」を発出 

・10 月 28 日、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における抗原

検査の取り扱いについて」を発出 

・10 月 31 日、「モデルナ社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミ

クロン株（BA.4/5）の２価ワクチン）の配送等について」を発出 

・11 月４日、「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係

る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」を発

出 

・11 月４日、「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナ

ウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について（依頼）（令和
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４年 11 月 4 日一部改正）」を発出 

・11 月４日、「オミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組

推進について（依頼）」を発出 

・11 月７日、「厚生労働省委託事業「新型コロナウイルス感染症の PCR 検

査等にかかる精度管理調査」について（協力依頼）」を発出 

・11 月７日、「訪日外国人からの相談対応について」を発出 

・11 月７日、「武田社ワクチン（ノババックス）の４回目以降の接種実施

について」を発出 

・11 月７日、「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確

保について（その７）」を発出 

・11 月８日、「疑義解釈資料の送付について（その 31）」を発出  

・11 月８日、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）

の病床確保料の執行について」を発出 

・11 月８日、「予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について」

を発出 

・11 月８日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい

て（指示）」の一部改正について」を発出 

・11 月８日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・11 月９日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

減少した被保険者等に係る国民健康保険料（税）の減免等に係る財政支

援の拡充について」を発出 

・11 月９日、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時

における支援者の付添いの受入れについて」を発出 

・11 月 10 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付

金（医療分）執行状況（令和４年９月 30 日時点）」を発出 

・11 月 10 日、「オミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる体

制整備について（依頼）」を発出 

・11 月 10 日、「オミクロン株 BA.1 対応ワクチンに係る追加接種後の健康

状況に関する調査について（その２）」を発出 

・11 月 10 日、「オミクロン株 BA.4-5 に対応した新型コロナワクチンの接

種に係る接種後の健康状況に関する調査について」を発出 

・11 月 10 日、「新型コロナワクチンの接種に伴いアナフィラキシーを発

症した者への対応について（再周知）」を発出 

・11 月 11 日、「接触確認アプリ（COCOA）の機能停止について」を発出 

・11 月 11 日、「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる療養病床の
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取扱いについて」を発出 

・11 月 14 日、「生後６か月以上４歳以下の者を対象とした新型コロナワ

クチンの初回接種に係る接種後の健康状況に関する調査について」を発

出 

・11 月 18 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・11 月 18 日、「直近の感染状況等を踏まえた国民の皆様への呼びかけに

ついて（周知のお願い）」を発出 

・11 月 18 日、「オミクロン株対応ワクチンの接種に関する児童生徒や保

護者への情報提供について」を発出 

・11 月 21 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付

金（医療分）変更交付決定額一覧【令和 4 年 11 月 21 日付変更交付決

定】」を発出 

・11 月 21 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取扱いについて（11 月 28 日一部修正）」

を発出 

・11 月 21 日、「【事務連絡】「医療用物資の備蓄体制の強化について」に係

る医療用物資の追加配布について」を発出 

・11 月 21 日、「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供

体制確保計画」の入院体制を中心とした点検・強化について（依頼）」を

発出 

・11 月 22 日、「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサ

ゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について（質義応答集

の修正）」を発出 

・11 月 22 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ゾ

コーバ 錠 125mg）の医療機関及び薬局 への配分について」を発出 

・11 月 25 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・11 月 28 日、「モデルナ社のオミクロン株 BA.4-5 に対応した新型コロナ

ワクチンの接種に係る接種後の健康状況に関する調査について」を発出 

・11 月 29 日、「「季節性インフルエンザ同時流行に備えた体制整備に係る

医療用物資の配布について」の一部改正について」を発出 

・11 月 29 日、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症や季節性インフル

エンザへの対応に係るオンライン診療活用のための医療法上の臨時的

な取扱いについて」を発出 

・11 月 30 日、「エバシェルド筋注セットの使用期限の取扱いについて」
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を発出 

・11 月 30 日、「全数届出の見直しを踏まえた自宅療養者等の避難方法等

について」を発出 

・11 月 30 日、「「新型コロナウイルスワクチン追加接種（オミクロン株対

応ワクチン接種）の体制整備に係わる医療用物資の配布について」の一

部改正について」を発出 

・12 月２日、「休日夜間急患センター・在宅当番医の体制及び診療・検査

医療機関の指定は受けていないが小児の発熱患者に対応する医療機関

の住民への周知について（依頼）」を発出 

・12 月６日、「高齢者施設等における感染対策の徹底について（その２）」

を発出 

・12 月９日、「「季節性インフルエンザ同時流行に備えた体制整備に係る

医療用物資の配布について」の一部改正について」を発出 

・12 月９日、「新型コロナウイルス感染症患者が自宅で死亡された事例を

踏まえた自治体の対応について」を発出 

・12 月９日、「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律等 の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について」を発出 

・12 月９日、「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時

期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについ

て」を発出 

・12 月９日、「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期

流行下における一般用新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス抗

原定性検査キットの販売時における留意事項について」を発出 

・12 月 12 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）に関するＱ＆Ａ（第７版）について」を発出 

・12 月 12 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ゾ

コーバ錠 125mg）の医療機関及び薬局への配分について」を発出 

・12 月 13 日、「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制

確保について（その８）」を発出 

・12 月 13 日、「今後の新型コロナワクチン接種について」を発出 

・12 月 14 日、「新型コロナウイルス感染症重点医療機関における看護職

員の欠勤者数の公表及び G-MIS の日次調査項目の一部変更に係る周知

依頼について」を発出 

・12 月 14 日、「年末年始も見据えた保健・医療提供体制の確保及び救急

医療のひっ迫回避等のための取組について（依頼）」を発出 

・12 月 14 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい
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て（指示）」の一部改正について」を発出 

・12 月 16 日、「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見

直しについて」を発出 

・12 月 16 日、「ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期

限の取扱いについて」を発出 

・12 月 16 日、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き」の改訂について」を発出 

・12 月 21 日、「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施の更なる推

進について（その２）」を発出 

・12 月 22 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付

金（医療分）執行状況（令和４年 11 月 30 日時点）」を発出 

・12 月 22 日、「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指

針（第６版）」について」を発出 

・12 月 22 日、「モデルナ社のオミクロン株対応ワクチンの配送等につい

て」を発出 

・12 月 23 日、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（パ

キロビッドⓇパック）の医療機関及び薬局への配分について（別紙 、質

疑応答集の改正）」を発出 

・12 月 23 日、「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時

期流行に備えた高齢者施設等の入所者に対する同時検査キットの利用

環境の整備について」を発出 

・12 月 23 日、「年末年始を見据えた国民の皆様への呼びかけについて（周

知のお願い）」を発出 

・12 月 26 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」を発出 

・12 月 27 日、「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）に関するＱ＆Ａ（第８版）について」を発出 

・12 月 27 日、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分）

の病床確保料の執行について（その２）」を発出 

・12 月 27 日、「高齢者施設等におけるオミクロン株に対応した新型コロ

ナワクチン接種の更なる促進及び進捗状況の実態調査結果について」を

発出 

 

 

（15）農林水産省 

＜令和４年＞ 
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・１月７日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関係

部局・関係団体に通知 

・１月７日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制

限等に係る留意事項等について、省内関係部局・関係団体に通知 

・１月７日、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措

置について、省内関係部局・関係団体に通知 

・１月 11 日、オミクロン株の流行を踏まえた業務の遅滞ない実行につい

て、省内関係部局・関係団体等に通知 

・１月 17 日、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合

の対応について、省内関係部局・関係団体に通知 

・１月 19 日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関

係部局・関係団体に通知 

・１月 19 日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用

制限等に係る留意事項等について、省内関係部局・関係団体に通知 

・１月 19 日、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点

措置について、省内関係部局・関係団体に通知 

・１月 25 日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関

係部局・関係団体に通知 

・１月 25 日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用

制限等に係る留意事項等について、省内関係部局・関係団体に通知 

・１月 25 日、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点

措置について、省内関係部局・関係団体に通知 

・１月 31 日、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合

の対応について、省内関係部局・関係団体に通知 

・２月１日、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食

品関連事業者への支援策」について農林水産省 HP を更新 

・２月３日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関係

部局・関係団体に通知 

・２月３日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制

限等に係る留意事項等について、省内関係部局・関係団体に通知 

・２月３日、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措

置について、省内関係部局・関係団体に通知 

・２月３日、感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底

について、省内関係部局・関係団体に通知 

・２月４日、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策についての分科会

提言について、省内関係部局・関係団体に通知 
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・２月 10 日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関

係部局・関係団体に通知 

・２月 10 日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用

制限等に係る留意事項等について、省内関係部局・関係団体に通知 

・２月 10 日、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点

措置について、省内関係部局・関係団体に通知 

・２月 18 日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関

係部局・関係団体に通知 

・２月 18 日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用

制限等に係る留意事項等について、省内関係部局・関係団体に通知 

・２月 18 日、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点

措置について、省内関係部局・関係団体に通知 

・３月４日、新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措

置等について、省内関係部局、関係団体に通知 

・３月４日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制

限等に係る留意事項等について、省内関係部局、関係団体に通知 

・３月４日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関係

部局、関係団体に通知 

・３月 11 日、地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査

結果確認の取組の考え方について、省内関係部局、関係団体に通知 

・３月 17 日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関

係部局、関係団体に通知 

・３月 17 日、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

・３月 17 日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用

制限等に係る留意事項等について、まん延防止等重点措置地域である都

道府県全域におけるイベント開催等の取扱いについて、省内関係部局、

関係団体に通知 

・３月 18 日、職場における積極的な検査等の実施手順及び職場における

積極的な検査等の実施手順（第２版）に関する Q&A について、省内関係

部局、関係団体に通知 

・３月 24 日、B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の

特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限

並びに積極的疫学調査の実施について（令和４年３月 16 日）の再周知

について、省内関係部局、関係団体に通知 

・３月 29 日、国有財産貸付料等に係る債権の履行延期措置の延長につい
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て、農林水産省 HP に掲載 

・４月８日、地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結

果確認の取組について、省内関係部局、関係団体に通知 

・４月 15 日、沖縄県を訪問する方への検査受検の呼びかけについて、省

内関係部局、関係団体に通知 

・４月 27 日、GW 中の検査の呼びかけについて、省内関係部局、関係団体

に通知 

・４月 27 日、大型連休における感染拡大の防止について、省内関係部局、

関係団体に通知 

・５月 10 日、企業等へのワクチン団体接種促進の働きかけについて、省

内関係部局、関係団体に通知 

・５月 23 日、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

・５月 24 日、基本的対処方針（令和４年５月 23 日変更）の変更に伴う事

務連絡の発出について、省内関係部局、関係団体に通知 

・５月 27 日、令和４年５月 23 日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく

催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足

について、省内関係部局、関係団体に通知 

・７月 15 日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用

制限等に係る留意事項等について、イベント開催等における感染防止安

全計画について（改訂その６）、省内関係部局に情報共有 

・７月 19 日、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

・７月 19 日、出勤者数の削減（テレワーク等の推進）について、省内関

係部局、関係団体に通知 

・７月 26 日、B.1.1.529 系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の

特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限

並びに積極的疫学調査の実施について（令和４年３月 16 日）の改正に

伴う再周知について、省内関係部局、関係団体に通知 

・７月 26 日、新型コロナワクチンの３回目接種に関する積極的な周知に

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

・７月 26 日、お盆期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけについ

て、省内関係部局、関係団体に通知 

・８月１日、従業員に検査証明を求めないことに関する各業界への要請に

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

・８月２日、お盆期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけについて、
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省内関係部局、関係団体に一部修正通知 

・９月８日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制

限等に係る留意事項等について、イベント開催等における感染防止安全

計画について（改訂その７）、省内関係部局に情報共有 

・９月 20 日、オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接

種開始について、省内関係部局に情報共有 

・10 月 14 日、今秋以降の感染拡大期における感染対策についての分科会

提言について、省内関係部局、関係団体に通知 

・10 月 17 日、マスクの着用に関するリーフレットについて、省内関係部

局、関係団体に通知 

・10 月 20 日、「職場における検査等の実施手順（第３版）」の周知につい

て、省内関係部局、関係団体に通知 

・10 月 21 日、「職場における積極的な検査等の実施について（報告依頼）」

の廃止について、省内関係部局、関係団体に通知 

・11 月４日、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係

る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について、省内

関係部局、関係団体に通知 

・11 月４日、オミクロン株対応ワクチンの接種促進要請について、省内関

係部局、関係団体に通知 

・11 月 11 日、今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に

想定される対応について、省内関係部局、関係団体に通知 

・11 月 18 日、基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用

制限等に係る留意事項等について、省内関係部局に通知 

・11 月 25 日、基本的対処方針（令和４年 11 月 25 日変更）の変更に伴う

事務連絡の発出について、省内関係部局に通知 

・11 月 25 日、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更に

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

・12 月７日、年末年始期間中に帰省される方への検査受検の呼びかけに

ついて、省内関係部局、関係団体に通知 

・12 月９日、年末年始の感染対策についての考え方のポイントについて、

省内関係部局、関係団体に通知 

 

 

（16）経済産業省 

＜令和４年＞ 

・１月６日、中小企業生産性革命推進事業として実施している「小規模事
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業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」について、第４回受

付締切の採択事業者を決定。 

・１月 12 日、令和元年度補正予算・令和 2 年度補正予算「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型：８

次締切)について、採択結果を公表。 

・１月 18 日、事業復活支援金の事務局ウェブサイトを開設。 

・１月 20 日、事業再構築補助金の公募要領（第五回）を公表。 

・１月 24 日、各事業者に対し、感染症に対応した BCP（事業継続計画）の

策定・点検、着実な実行を要請。これを踏まえ、１月 28 日、各事業者が

策定した BCP（事業継続計画）を取りまとめて公表。 

・１月 28 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・１月 31 日、事業復活支援金の通常申請受付を開始。 

・２月 16 日、令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型：10

次締切)について、公募要領を公表。 

・２月 18 日、事業復活支援金の特例申請受付を開始。 

※特例申請とは、通常の申請では要件を満たさず制度対象外になってしま

うものの、特殊な事情がある事業者については例外的に申請が可能とな

る申請方法のこと。詳細は申請要領をご確認ください。 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei 

・２月 18 日、収益チャネルの多様化等の取組を行うイベントの開催費用

等を支援する補助金（J-LOD（３）補助金）の公募要項を公表。 

・２月 25 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・３月２日、中小企業生産性革命推進事業として実施している「小規模事

業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」について、第５回受

付締切の採択事業者を決定。 

・３月３日、令和２年度３次補正予算「事業再構築補助金」について、第

４回受付締切の採択結果を公表。 

・３月４日、経済産業省・金融庁・財務省において、「中小企業活性化パ

ッケージ」を策定・公表 

・３月 22 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を
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延長するための認可を実施。 

・３月 25 日、令和元年度補正予算・令和２年度補正予算「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型：９

次締切)について、採択結果を公表。  

・３月 28 日、事業再構築補助金の公募要領（第６回）を公表。 

・３月 28 日、収益チャネルの多様化等の取組を行うイベントの開催費用

等を支援する補助金（J-LOD（３）補助金）の申請受付開始。 

・４月 27 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・５月 11 日、中小企業生産性革命推進事業として実施している「小規模

事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」について、第 6回

受付締切の採択事業者を決定。 

・５月 12 日、令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型：11

次締切)について、公募要領を公表。 

・５月 20 日、事業復活支援金の申請期限を 5 月 31 日から 6 月 17 日まで

延長する旨公表。 

・５月 30 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・６月１日 事業復活支援金差額給付申請開始 

・６月９日、令和３年度補正予算「事業再構築補助金」について、第５回

受付締切の採択結果を公表。 

・６月 17 日 事業復活支援金申請受付終了 

・６月 24 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・６月 30 日 事業復活支援金差額給付申請受付終了 

・７月１日、事業再構築補助金の公募要領（第７回）を公表。 

・７月 15 日、令和元年度補正予算・令和３年度補正予算「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型：10

次締切)について、採択結果を公表。 

・７月 27 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 
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・８月 18 日、令和元年度補正予算・令和 3 年度補正予算「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型：12

次締切)について、公募要領を公表。 

・８月 26 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・９月 15 日、「事業再構築補助金」について、第６回受付締切の採択結果

を公表 

・９月 30 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・10 月３日、事業再構築補助金の公募要領（第８回）を公表。 

・10 月 20 日、令和元年度補正予算・令和３年度補正予算「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型：11

次締切)について、採択結果を公表。 

・10 月 26 日、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・11 月 28 日 電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

・12 月 15 日 事業再構築補助金について、第７回受付締切の採択結果を

公表。 

・12 月 16 日 令和元年度補正予算・令和３年度補正予算「ものづくり・

商業・サービス生産性向上促進補助金」(一般型・グローバル展開型：12

次締切)について、採択結果を公表。 

・12 月 23 日 電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔

軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を

延長するための認可を実施。 

 

 

（17）国土交通省 

＜令和４年＞ 

・1 月 7 日 第 83 回新型コロナウイルス感染症対策本部（以下「政府対

策本部」という。）において広島県、山口県及び沖縄県をまん延防止等重

点措置区域とし、実施すべき期間を１月９日から１月３１日までとする
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ことが決定されたことを受け、まん延防止等重点措置を実施すべき区域

の指定、出席者数の削減（テレワーク等の徹底）、催物の開催制限、施設

の使用制限に関する留意事項等ことについて、国土交通省関係局より所

管事業者、団体等へ周知。 

・1月 20 日 第 84 回新型コロナウイルス感染症対策本部（以下「政府対

策本部」という。）において、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮

崎県をまん延防止等重点措置区域とし、実施すべき期間を１月２１日か

ら２月１３日までとすることが決定されたことを受け、まん延防止等重

点措置を実施すべき区域の変更、出席者数の削減（テレワーク等の徹底）、

催物の開催制限、施設の使用制限に関する留意事項等、日中も含めた不

要不急の外出・移動の自粛、不要不急の都道府県間の移動は極力控える

よう促すことについて、国土交通省関係局より所管事業者、団体等へ周

知。 

・1月 25 日 第 85 回新型コロナウイルス感染症対策本部（以下「政府対

策本部」という。）において、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、

栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、

岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県をまん延防止等重点措置

区域とし、実施すべき期間を１月２７日から２月２０日までとすること、

広島県、山口県及び沖縄県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき

期間が２月 20 日まで延長することが決定されたことを受け、まん延防

止等重点措置を実施すべき区域、期間の変更、出席者数の削減（テレワ

ーク等の徹底）、催物の開催制限、施設の使用制限に関する留意事項等、

日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛、不要不急の都道府県間の移

動は極力控えるよう促すことについて、国土交通省関係局より所管事業

者、団体等へ周知。 

・2 月 3 日 第 86 回新型コロナウイルス感染症対策本部（以下「政府対

策本部」という。）において、２月５日から２月２７日までを期間として、

和歌山県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたこ

とを受け、まん延防止等重点措置を実施すべき区域、期間の変更、出席

者数の削減（テレワーク等の徹底）、催物の開催制限、施設の使用制限に

関する留意事項等、鉄道駅、空港ターミナル等で感染拡大防止に係る呼

びかけを行うことについて、国土交通省関係局より所管事業者、団体等

へ周知。 

・2月 10 日 第 87 回新型コロナウイルス感染症対策本部（以下「政府対

策本部」という。）において、２月１２日から３月６日までを期間として、
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まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加され、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、

香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実

施すべき期間が３月６日まで延長されたことを受け、まん延防止等重点

措置を実施すべき区域、期間の変更、出席者数の削減（テレワーク等の

徹底）、催物の開催制限、施設の使用制限に関する留意事項等、鉄道駅、

空港ターミナル等で感染拡大防止に係る呼びかけを行うことについて、

国土交通省関係局より所管事業者、団体等へ周知。 

・2月 18 日 第 88 回新型コロナウイルス感染症対策本部（以下「政府対

策本部」という。）において、２月２０日をもって山形県、島根県、山口

県、大分県及び沖縄県が除外されることが決定され、北海道、青森県、

福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、

兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県にお

いてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が３月６日まで延長され

たことを受け、まん延防止等重点措置を実施すべき区域、期間の変更、

出席者数の削減（テレワーク等の徹底）、催物の開催制限、施設の使用制

限に関する留意事項等、鉄道駅、空港ターミナル等で感染拡大防止に係

る呼びかけを行うことについて、国土交通省関係局より所管事業者、団

体等へ周知。 

・3 月 4 日 第 89 回新型コロナウイルス感染症対策本部（以下「政府対

策本部」という。）において、３月６日をもってが福島県、新潟県、長野

県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長

崎県、宮崎県及び鹿児島県が除外されることが決定され、北海道、青森

県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石

川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び

熊本県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が３月２１日

まで延長されされたことを受け、まん延防止等重点措置を実施すべき区

域、期間の変更、出席者数の削減（テレワーク等の徹底）、催物の開催制

限、施設の使用制限に関する留意事項等、鉄道駅、空港ターミナル等で

感染拡大防止に係る呼びかけを行うことについて、国土交通省関係局よ

り所管事業者、団体等へ周知。 

・3 月 16 日 令和４年３月１１日の新型コロナウイルス感染症対策分科

会において、「地方公共団体や民間事業者等によるワクチン接種歴や検

査結果確認の取組の考え方について」が取り纏められたことを受け、地

方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取

組の考え方について、国土交通省より所管の事業者、関係団体等へ周知。 
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・3月 16 日 令和４年３月１６日に厚生労働省より事務連絡「B.1.1.529

系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者

の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査

の実施について」が発出されたことを受け、潜伏期間・発症間隔が短い

オミクロン株の特徴を踏まえ、「濃厚接触者については、エッセンシャル

ワーカーか否かにかかわらず、検査を組み合わせた待機期間を短縮可能」

「一般の事業所等については、保健所による一律の濃厚接触者の特定・

行動制限を行う必要はない」などの取扱について、国土交通省より所管

の事業者、関係団体へ周知。 

・3月 18 日 第 90 回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん

延防止等重点措置を終了することが決定されたことを受け、まん延防止

等重点措置の終了、出席者数の削減（テレワーク等の徹底）、催物の開催

制限、施設の使用制限に関する留意事項等、鉄道駅、空港ターミナル等

で感染拡大防止に係る呼びかけを行うことについて、国土交通省関係局

より所管事業者、団体等へ周知。 

   ・4月15日 沖縄県からの要望を受け、沖縄県へ移動しようとする者に対

し、「事前にワクチン３回目接種を完了する又は出発地において検査

を行い陰性であることを確認すること」、「検査については全国１万

箇所以上の検査拠点において無料で検査を受けられること」を呼びか

けることについて、国土交通省海事局、港湾局、航空局より所管事業

者・団体等へ、当該呼びかけを旅客船、空港等の施設において実施す

るよう依頼するとともに、国土交通省関係局より所管事業者、団体等

へ周知。 

・4月19日 ゴールデンウィーク期間中、鉄道駅、空港、高速道路サービ

スエリア等の施設において、無料検査事業に基づき都道府県又はその

委託等を受けた検査実施事業者が臨時の検査拠点を設けて無料検査を

行うことが出来るようにするため、国土交通省鉄道局、航空局、道路

局より所管事業者・団体等へ、臨時の検査拠点設置に係る都道府県等

の要望に対応するよう依頼。 

・4月26日 ゴールデンウィーク中に帰省する者に対し「帰省前に３回目

接種又は検査を受けていただくこと」、「検査については全国１万箇

所以上の検査拠点において無料で検査を受けられること」、「ゴール

デンウィーク中、主要な駅や空港等で臨時の無料検査拠点を拡充する

こと」の呼びかけ・周知を行うことについて、国土交通省関係各局よ

り所管事業者、団体等へ周知。 

・4 月 28 日 令和４年４月２７日の新型コロナウイルス感染症対策分科
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会における議論を踏まえ、大型連休における感染拡大の防止について呼

びかけをすることについて、国土交通省関係各局より所管事業者、団体

等へ周知。 

・5 月 23 日 第 92 回新型コロナウイルス感染症対策本部において｢新型

コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針｣が変更されたことを受け、

基本的対処方針の変更、マスク着用の考え方が明確化されたことに伴う

催物の開催制限、施設の使用制限に関する留意事項等の変更、鉄道駅、

空港ターミナル等で感染拡大防止に係る呼びかけ内容の変更について、

国土交通省関係局より所管事業者、団体等へ周知。 

・6 月 24 日 無料検査事業における定着促進事業について、実施期限が

８月末まで延長されたことに伴い、沖縄県へ移動しようとする者に対す

る「事前にワクチン３回目接種を完了する又は出発地において検査を行

い陰性であることを確認すること」、「検査については全国１万箇所以上

の検査拠点において無料で検査を受けられること」の呼びかけの実施を

延長することについて、国土交通省海事局、港湾局、航空局より所管事

業者・団体等へ依頼 

・7月 15 日 お盆期間中及びその前後において、鉄道駅、空港、高速道路

サービスエリア等の施設において、無料検査事業に基づき都道府県又は

その委託等を受けた検査実施事業者が臨時の検査拠点を設けて無料検

査を行うことが出来るようにするため、国土交通省鉄道局、航空局、道

路局より所管事業者・団体等へ、臨時の検査拠点設置に係る都道府県等

の要望に対応するよう依頼。 

・7月 20 日 第 94 回新型コロナウイルス感染症対策本部において、現下

の新型コロナウイルス感染拡大への対応として「ＢＡ．５系統への置き

換わりを見据えた感染拡大への対応」が取り纏められ、｢新型コロナウイ

ルス感染症対策の基本的対処方針｣が変更されたことを受け、基本的対

処方針の変更、出席者数の削減（テレワーク等の徹底）、催物の開催制限、

施設の使用制限に関する留意事項等の変更について、国土交通省関係局

より所管事業者、団体等へ周知。 

・7月 26 日 令和４年７月２２日に厚生労働省より事務連絡「B.1.1.529

系統（オミクロン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者

の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査

の実施について」が改訂されたことなどを受け、「濃厚接触者の待機期間

について、７日間から５日間に変更」、「社会機能維持者であるか否かに

関わらず抗原定性検査キットを用いた検査で２日目及び３日目に陰性

を確認した場合は、３日目に解除」「職場等に PCR 検査や抗原定性検査
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キット等による陰性証明等を提出する必要はないことの再徹底」などの

取扱について、国土交通省より所管の事業者、関係団体へ周知。 

・7 月 26 日 お盆期間中に帰省する者に対し「帰省前及び帰省先から戻

る前に検査を受けていただくこと」、「検査については全国１万３千箇所

以上の検査拠点において無料で検査を受けられること」、「お盆期間中、

主要な駅や空港等で臨時の無料検査拠点を拡充すること」の呼びかけ・

周知を行うことについて、国土交通省関係各局より所管事業者、団体等

へ周知。 

・8 月 31 日 沖縄県対処方針において、沖縄県へ移動しようとする者に

対する「事前にワクチン３回目接種を完了する又は出発地において検査

を行い陰性であることを確認すること」、「検査については全国１万箇所

以上の検査拠点において無料で検査を受けられること」の呼びかけの実

施が延長されたことを受け、国としても沖縄県を訪問する者へ検査受検

の呼びかけ実施を延長することについて、国土交通省海事局、港湾局、

航空局より所管事業者・団体等へ依頼。 

・9月 9日 第 98 回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「With

コロナに向けた政策の考え方」が取りまとめられ、｢新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針｣が変更されたことを受け、基本的対処方

針の変更、催物の開催制限、施設の使用制限に関する留意事項等の変更

について、国土交通省関係局より所管事業者、団体等へ周知。 

・10月14日 令和4年10月13日に開催された新型コロナウイルス感染症対策

分科会において、今秋以降の感染拡大期における感染対策について提言が

行われたことを受け、今秋以降の感染拡大期における感染対策について国

土交通省関係局より所管事業者・団体等へ周知。 

・10月17日 厚生労働省より令和４年10月14日付けで事務連絡「マスクの着

用に関するリーフレットについて（更なる周知のお願い）」が発出され、

新たなリーフレットが公表されたことを受け、当該リーフレットの更なる

周知を国土交通省関係局より所管事業者、団体等へ依頼。 

・10月17日 内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より

「Withコロナに向けた政策の考え方」に基づき、感染拡大防止と社会

経済活動の両立に向けた業種別ガイドラインの見直しに係る依頼があ

ったことを受け、国土交通省関係局より所管団体等へ業種別ガイドラ

インの見直しの促進を依頼。 

・10 月 21 日 事業所において保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触

者の特定・行動制限を求めないとしたこと、感染症法に基づく医師の届出

の対象を６５歳以上の方など４類型に限定したこと等を受け、「職場にお

ける検査等の実施手順」が改訂されたことについて、国土交通省関係局よ
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り所管事業者、団体等へ周知。 

・11 月 4 日 厚生労働省からの依頼を受け、オミクロン株対応ワクチン

の接種の促進、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに

係る証明書取得に係る配慮について国土交通省関係局より所管事業者。

団体等へ依頼。 

・11 月 25 日 第 100 回新型コロナウイルス感染症対策本部において｢新

型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針｣が変更されたことを受

け、基本的対処方針の変更、催物の開催制限、施設の使用制限に関する

留意事項等の変更について、国土交通省関係局より所管事業者、団体等

へ周知。 

・12 月 6 日 年末年始期間中において、鉄道駅、空港、高速道路サービス

エリア等の施設において、無料検査事業に基づき都道府県又はその委託

等を受けた検査実施事業者が臨時の検査拠点を設けて無料検査を行う

ことが出来るようにするため、国土交通省鉄道局、航空局、道路局より

所管事業者・団体等へ、臨時の検査拠点設置に係る都道府県等の要望に

対応するよう依頼。 

・12 月 6 日 年末年始期間中に帰省する者に対し「帰省前及び帰省先か

ら戻る前に検査を受けていただくこと」、「検査については全国１万３千

箇所以上の検査拠点において無料で検査を受けられること」、「年末根年

始期間中、主要な駅や空港等で臨時の無料検査拠点を拡充すること」の

呼びかけ・周知を行うことについて、国土交通省関係各局より所管事業

者、団体等へ周知。 

・12 月 9 日 令和４年１２月９日の第２１回新型コロナウイルス感染症

対策分科会において示された「年末年始の感染対策についての考え方」

について、国土交通省関係各局より所管事業者、団体等へ周知。 

 

 

（18）環境省 

＜令和４年＞ 

・1月 17 日・31 日・2月 2日、自治体に対し、新型コロナウイルスの感染

が拡大している状況下にあっても、廃棄物の処理について安定的に業務

を継続するよう求めるとともに、その継続に当たってこれまで通知した

感染防止策等について関係者への周知を依頼 

・2月 16 日、自治体に対し、一般廃棄物処理の業務継続のため、廃棄物処

理事業継続計画の策定、感染防止対策の徹底に加え、一般廃棄物処理の

業務に携わる方へのワクチン接種が、より円滑かつ早期に進むよう、積
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極的な対応を依頼するとともに、家庭での医療用抗原検査キットを活用

する事例が増加していることからその廃棄方法についても周知を依頼 

・2 月 21 日、自治体に対し、産業廃棄物処理の業務に携わる方へのワク

チン接種が、より円滑かつ早期に進むよう、積極的な対応を依頼 

・4月 23 日、令和４年度熱中症警戒アラートの運用開始と併せて、「発表

時の予防行動」においてマスクをはずす時は人との十分な距離の確保に

留意することを周知 

・７月 29 日、８月２日、自治体に対し、新型コロナウイルスの感染が拡

大している状況下にあっても、一般廃棄物及び産業廃棄物の適正な処理

について安定的に業務を継続するよう求めるとともに、その継続に当た

り、これまで通知した感染防止策の徹底等に加え、濃厚接触者の待機期

間の変更等及び若い世代に向けたワクチンの３回目接種に関する積極

的な周知等について関係者への周知を依頼 

 

 

（19）海上保安庁 

＜令和４年＞ 

・1 月 13 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針（1月 7日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・1月 14 日、三重県鳥羽磯部漁協からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を

巡視船艇等により搬送 

・1月 19 日、愛知県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を巡視艇により

搬送 

・1 月 20 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針（1月 19 日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・1月 27 日、愛知県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を巡視艇により

搬送 

・1 月 26 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針（1月 25 日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・2月 4日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基本

的対処方針（2月 3日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・2 月 7 日、関係業界団体に対し、「オミクロン株の特徴を踏まえた感染

防止対策に関する提言（2月 4日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・2月 11 日、東京都からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機により

搬送 

・2 月 14 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基
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本的対処方針（2月 10 日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・2 月 21 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針（2月 18 日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・3月 7日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基本

的対処方針（3月 4日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・3 月 9 日、山口県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を巡視艇により

搬送 

・3月 12 日、山口県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を巡視艇により

搬送 

・3 月 23 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針（3月 17 日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・4 月 8 日、新潟県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機により

搬送 

・4 月 27 日、関係業界団体に対し、ゴールデンウィーク期間中に帰省さ

れる方への検査受験の呼びかけについて周知 

・4 月 28 日、関係業界団体に対し、大型連休における感染拡大の防止に

ついて周知 

・5 月 27 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針（5月 23 日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・5 月 27 日、関係業界団体に対し、イベント開催等における必要な感染

防止策の実施について再周知 

・6月 24 日、鹿児島県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機によ

り搬送 

・7 月 19 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針（7月 15 日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・7 月 20 日、関係業界団体に対し、夏期休暇における海外渡航者に対す

る感染症予防啓発について周知 

・7月 21 日、東京都からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機により

搬送 

・7月 21 日、山形県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を巡視艇により

搬送 

・7月 23 日、沖縄県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機により

搬送 

・7月 25 日、佐賀県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を巡視艇により

搬送 

・7月 26 日、鹿児島県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機によ
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り搬送 

・7 月 27 日、関係業界団体に対し、お盆期間中に帰省される方への検査

受検の呼びかけについて周知 

・7 月 27 日、関係業界団体に対し、オミクロン株が主流である中におけ

る濃厚接触者の待機期間の短縮及び療養・待機期間終了後の職場等復帰

について周知 

・7 月 27 日、関係業界団体に対し、新型コロナワクチンの３回目接種に

関する積極的な周知について周知 

・7月 28 日、沖縄県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機により

搬送 

・8 月 1 日、東京都からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機により

搬送 

・8 月 3 日、沖縄県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機により

搬送 

・8月 5日、東京都からの要請に応じ、抗原検査陽性患者を航空機により

搬送 

・8 月 7 日、金華山沖を航行中の船舶からの要請に応じ、PCR 検査陽性患

者を航空機により搬送 

・8月 16 日、長崎県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機により

搬送 

・９月３日、鳥取県からの要請に応じ、陽性患者を航空機により搬送 

・９月８日、八丈島沖を航行中の船舶からの要請に応じ、陽性患者を航空

機により搬送 

・９月 12 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の基

本的対処方針（９月８日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・９月 26 日、鹿児島県からの要請に応じ、陽性患者を航空機により搬送 

・10 月 17 日、関係業界団体に対し、今秋以降の感染拡大期における感染

対策についての分科会提言について周知 

・10 月 17 日、関係業界団体に対し、マスクの着用について周知 

・10 月 24 日、関係業界団体に対し、職場における検査等の実施手順 

(第 3 版)について周知 

・11 月 15 日、沖縄県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を巡視艇によ

り搬送 

・11 月 25 日、東京都からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機によ

り搬送 

・11 月 27 日、福岡県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を巡視艇によ
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り搬送 

・11 月 28 日、関係業界団体に対し、新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針（11 月 25 日）」を踏まえた対策の徹底について周知 

・12 月７日、関係業界団体に対し、年末年始期間中に帰省される方への

検査受検の呼びかけについて周知 

・12 月 12 日、関係業界団体に対し、年末年始の感染対策についての考

え方について周知 

・12 月 18 日、沖縄県からの要請に応じ、PCR 検査陽性患者を航空機によ

り搬送 

 

 

（20）防衛省 

＜令和４年＞ 

・1 月 11 日～17 日、陸上自衛隊第８後方支援連隊、西部方面衛生隊及び

自衛隊熊本病院の看護官等１０名により、沖縄県立北部病院及び沖縄県

立中部病院において医療支援を実施 

・1 月 16 日、陸上自衛隊第１５旅団の CH-47 が、新石垣空港から那覇空

港までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・1 月 18 日、防衛大臣からの自衛隊による新型コロナウイルスワクチン

の大規模接種会場の設置に係る指示を受け、「新型コロナウイルス感染

症に係るワクチンの接種に関する自衛隊一般命令」を発出 

・1月 31 日、東京都千代田区大手町に自衛隊東京大規模接種会場を設置、

運営開始 

・2月 7日、大阪府大阪市中央区に自衛隊大阪堺筋本町大規模接種会場を

設置、運営開始 

・2月 11 日、海上自衛隊第 21 航空群の UH-60 が、母島から硫黄島までの

間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・2 月 14 日、大阪府大阪市中央区に自衛隊大阪北浜大規模接種会場を設

置、運営開始 

・4月 28 日、若者世代の新型コロナウイルスワクチン接種率向上のため、

自衛隊大規模接種会場における大学等と連携した団体接種の受け入れ

について決定 

・5月 18 日、陸上自衛隊第 15 旅団の CH-47 が、新石垣空港から那覇空港

までの間、新型コロナウイルス感染患者 1名を空輸 

・6月 1日、自衛隊大規模接種会場における新型コロナウイルスワクチン

の 4回目接種の実施について決定。6月 13 日から接種を開始。 
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・6 月 7 日、陸上自衛隊第 15 旅団の UH-60 が、久米島空港から那覇基地

までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・6 月 9 日、陸上自衛隊第 15 旅団の UH-60 が、久米島空港から那覇基地

までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・6月 21 日、陸上自衛隊第 15 旅団の CH-47 が、沖永良部空港から那覇空

港までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・7月 21 日、海上自衛隊第 21 航空群の UH-60 が、父島から硫黄島までの

間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・7 月 21 日、3 回目及び 4 回目接種を後押しするため、7 月 31 日（日）

に終了予定であった自衛隊大規模接種会場の運営を 9 月 30 日（金）ま

で継続することを決定 

・8 月 4 日、陸上自衛隊第 15 旅団の UH-60 が、久米島空港から那覇空港

までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・8 月 9 日、陸上自衛隊第 15 旅団の CH-47 が、久米島空港から那覇空港

までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・8月 30 日、陸上自衛隊第 15 旅団の CH-47 が、新石垣空港から那覇空港

までの間、新型コロナウイルス感染患者 1名を空輸 

・9月 15 日、オミクロン株に対応したワクチンの接種を後押しするため、

9月 30 日（金）に終了予定であった自衛隊大規模接種会場の運営を当面

の間継続することを決定 

・9 月 30 日、自衛隊大規模接種会場におけるオミクロン株に対応したワ

クチンの接種対象者を、初回接種を完了した 18 歳以上へ拡大 

・10 月 3 日、自衛隊大規模接種会場において、オミクロン株に対応した

ワクチンの接種を開始 

・10 月 15 日、陸上自衛隊第 15 旅団の UH-60 が、久米島空港から那覇基

地までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・10 月 16 日、陸上自衛隊第 15 旅団の UH-60 が、喜界空港から奄美大島

までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・10 月 22 日、陸上自衛隊第 15 旅団の CH-47 が、久米島空港から那覇基

地までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 

・10 月 24 日、自衛隊大規模接種会場において、オミクロン株対応ワクチ

ンの接種間隔が短縮されたことを踏まえ、接種対象者を拡大 

・12 月 16 日、海上自衛隊第 22 航空群の UH-60 が、中之島ヘリポートか

ら鹿児島市内までの間、新型コロナウイルス感染患者１名を空輸 
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（21）デジタル庁 

＜令和４年＞ 

・ 

 


